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まえがき 

 

 我が国の橋梁定期点検に関する基準類には、「マニュアル」や「要領」など様々な呼

称が存在するが、本市では、明確な意図をもって本書を「ガイドライン」と位置付け

た。ガイドラインは、点検業務を適切な方向へ導くための指針であり、記載内容に厳

密に従って作業を行うことを目的とするマニュアルとは、その役割が異なることに留

意されたい。 

近年、自治体が担う道路橋の維持管理は、老朽化の進行、災害の激甚化、担い手不

足、財源制約など、多様かつ深刻な課題に直面している。これらの状況を踏まえ、全

国的に橋梁マネジメントの不断の改善が求められており、本市においても、持続的に

改善を重ねる体制の構築が不可欠である。 

本ガイドラインでは、橋梁の要求性能を合理的に確保するとともに、点検に携わる

技術者が専門性を発揮し、さらに技術力・判断力を向上させていくことができる維持

管理システムの構築を基本理念として掲げている。その理念を点検業務において実践

するための考え方を整理し、指針として示した。 

また、理念のみを示すだけでは実務担当者の理解が困難となることを踏まえ、ガイ

ドラインに示した考え方を実際の点検作業において具現化するための手順等を、解説

及び付録として取りまとめた。 

本ガイドラインは完成形ではない。基本理念は不変であるものの、維持管理技術の

進展、財源・人材状況の変化、橋梁群の変状傾向、社会情勢の変化等に応じて、点検

および維持管理の仕組みは継続的に改善していく必要がある。補修・補強手法につい

ても、再劣化を生じさせないための現場検証を重ね、その成果を適宜ガイドラインへ

反映していくことが望まれる。 

本ガイドラインに示した理念と考え方が、高岡市のみならず、全国の自治体、さら

には海外における橋梁維持管理の高度化にも寄与することを期待する。 

本ガイドラインは本文および付録から構成される。ガイドラインとしての性格上、

本文では考え方を中心に整理し、遵守すべき原則を枠囲いにより明示している。付録

では、本文の内容を補足し、枠囲いで示した考え方に適合する実務的かつ具体的な方

法を提示している。  
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1 背景 

1.1 はじめに 

高岡市が管理する道路橋は、令和 7年 3月現在で約 1,160 橋（橋長 2ｍ以上）ある。その多くが

高度経済成長期（1955年から 1973年）前後に建設された橋であり、今後、更なる老朽化の進行が

予想される。定期点検は、富山県橋梁点検マニュアル（以下、「県要領」という）に準拠して平成

26年より実施してきた。県要領は県管理橋を対象としたもので、全部材に対して近接目視を行い、

多数の調書作成を基本とするものである。この定期点検費用が固定費となり、限られた予算の中

において老朽化した橋の修繕に十分な予算を回せていない状況である。必要な修繕を加速させる

ために、定期点検費用の削減に取り組む必要がある。そこで、橋の要求性能を確保できるように

健全性（老朽化の程度）判定の品質を担保したうえで、近接目視を実施する部材を限定する橋を

選定したり、あるいは近接目視に代わる新技術の適用等を検討し、横浜国立大学大学院都市イノ

ベーション研究院 細田教授、横浜国立大学総合学術高等研究院 松永客員教授の監修の下、本市

独自の道路橋定期点検ガイドラインを作成することとした。 

 

本ガイドラインの考え方の主な特徴は以下のとおりである。 

（1）市の橋を上部構造形式によりグループ分けし、グループごとに点検方法を示した。 

（2）過年度の点検結果に基づいて変状を分析し、変状のうち橋の耐荷性、使用性が要求性能

の近くまで低下している、または要求性能を下回っている可能性を示す変状を「重要変状」

と定義し、この重要変状を点検において発見すべき変状とした。 

（3）グループごとに重要変状を設定し、その状態を把握する方法、記録方法、健全性の診断

の考え方を示した。状態を把握する方法は健全性の診断に必要最低限な情報を得る視点か

ら、また、記録方法は将来の維持管理に不可欠な情報を得る視点から設定した。 

（4）本ガイドラインの橋梁点検への適用による効果の早期発現および本ガイドラインの課題

の早期発見を目的として、検討が終了したグループから順次、暫定版として発行する。 

（5）令和 8 年度版は、適用の範囲にプレテンションＰＣ桁を使用した床版橋を追加し、第 2

版として発行する。令和 8年度版では、錆汁を伴わないＡＳＲによるひびわれは、「重要変

状」に該当しないことを示した。 
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1.2 橋の現状 

1.2.1 橋長、上部構造形式、健全性別の橋数 

 高岡市の管理橋梁一覧（令和 7年 3月時点）に基づき、道路橋の橋長、上部構造形式の分布を

図 1.1に示す。分割橋（幅員方向で上部構造形式が異なる橋）を構造形式単位で 1橋とする

と、2分割橋は 24橋、3分割橋は 4橋であり、道路橋の総数は 1,196 橋である。橋長 5ｍ未満の

橋が 788橋（総数の約 66％）である。ＲＣ中実床版橋（単純橋）、カルバート（ボックス構造で

周長方向に継手がない）という簡単な構造の橋が計 932橋と総数の約 78％を占める。また、こ

れらに次いで多い構造形式はＰＣ床版橋であり、その数は 123橋と総数の約 10%を占める。この

ＰＣ床版橋は、プレテンションＰＣ桁を使用した床版橋を分類している。 

 

1) 幅員方向で構造が異なる分割橋梁は各形式で 1橋とした。 

2) その他ＲＣ橋、その他ＰＣ橋のうち、径間によって構造形式が異なる橋は 4橋である。 

図 1.1 高岡市の道路橋の橋長、上部構造形式分布 

 

全橋の健全性の分布を図 1.2に示す。Ⅰ（健全）が 68.0％、Ⅱ（予防保全段階）が 26.6％、Ⅲ

（早期措置段階）が 5.0％である。 

 
図 1.2 全橋の健全性の分布 
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次にＲＣ中実床版橋およびカルバートの健全性の分布を図 1.3に示す。ＲＣ中実床版橋は、Ⅰ

が 67.4％であり、全橋のⅠの割合より若干小さい。これに対しカルバートは、Ⅰが 89.9％であり、

全橋のⅠの割合より大幅に大きい。 

 

   

ＲＣ中実床版橋            カルバート 

図 1.3 ＲＣ中実床版橋およびカルバートの健全性の分布 

 

次にＰＣ床版橋の健全性の分布を図 1.4に示す。ＰＣ床版橋は、Ⅰが 64.2％であり、全橋のⅠ

の割合より若干小さい。 

 

 

図 1.4 ＰＣ床版橋の健全性の分布 
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1.2.2 変状の概要 

（1）変状の種類 

道路橋定期点検要領（平成 26年）1)の別紙 3 点検表記録様式のデータ（令和 5年 3月時点）に

基づき変状の種類を整理した。なお、1つの橋で 2つ以上の変状がある場合は、ダブルカウントし

ている。 

 

1）ＲＣ中実床版橋およびカルバート 

ＲＣ中実床版橋について、健全性Ⅱの部材の変状を表 1.1に示す。剥離・鉄筋露出、ひびわれ、

変形・欠損の順で多く発生している。次に、健全性Ⅲの部材の変状を詳細に把握した結果を表 1.2

に示す。剥離・鉄筋露出（減肉を伴う局部的でない鉄筋露出）、ひびわれ（ＡＳＲが原因と推定さ

れる）の順で多く発生している。 

カルバートについて、健全性Ⅱの部材の変状を表 1.3に示す。ひびわれ、剥離・鉄筋露出の順

で多く発生している。次に、1橋のみの健全性Ⅲの橋の変状を詳細に把握した結果を表 1.4に示

す。 

 

2）ＰＣ床版橋 

ＰＣ床版橋について、健全性Ⅱの部材の変状を表 1.5に示す。ひびわれおよび漏水・遊離石灰、

剥離・鉄筋露出の順で多く発生している。次に、健全性Ⅲの部材の変状を詳細に把握した結果を

表 1.6に示す。主桁に発生している変状のすべてが、ひびわれ（ＡＳＲが原因と推定される）で

ある。 

 

                                                   
1 国土交通省 道路局：道路橋定期点検要領，平成 26年 6月 
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表 1.1 ＲＣ中実床版橋 健全性Ⅱの部材の変状一覧表 

 

 

表 1.2 ＲＣ中実床版橋 健全性Ⅲの部材の変状一覧表 

 

 

表 1.3 カルバート 健全性Ⅱの部材の変状一覧表 

 

 

部材 変状名 橋梁数 備考

剥離・鉄筋露出 132 局部的な変状

ひびわれ 37 軽微な変状

漏水・遊離石灰 4 〃

ひびわれ 53 〃

剥離・鉄筋露出 7 局部的な変状

変形・欠損 3 摩耗による欠損

その他 1 橋台背面の変状

漏水・滞水 26 エラスタイトへの漏水

支承の機能障害 9 エラスタイトの変状

変色・劣化 8 〃

変形・欠損 1 〃

変形・欠損 44 地覆や防護柵の変状

腐食 12 鋼製防護柵の変状

剥離・鉄筋露出 9 コンクリート防護柵や地覆の変状

路面の凹凸 9 舗装の剥がれ

ひびわれ 8 コンクリート防護柵や地覆の変状

舗装の異常 5 舗装の変状

その他 5 植生の繁茂や橋台背面の変状

破断 4 鋼製防護柵の変状

ゆるみ・脱落 1 〃

378 変状単位で計上した橋の総数

下部構造

その他

主桁

支承部

計

部材 変状名 橋梁数 備考

剥離・鉄筋露出 20 減肉を伴う広範囲の鉄筋露出

ひびわれ 7 ＡＳＲが原因と推定される

橋台 ひびわれ 3 ＡＳＲが原因と推定される

地覆 変形・欠損 1 防護柵支柱根入れ部が広範囲に欠損

31 変状単位で計上した橋の総数計

床版

部材 変状名 橋梁数 備考

ひびわれ 33 軽微な変状

剥離・鉄筋露出 16 局部的な変状

ひびわれ 3 軽微な変状

うき 1 局部的な変状

継手 ― 0 ―

変形・欠損 4 地覆や防護柵の変状

舗装の異常 6 舗装の変状

63 変状単位で計上した橋の総数

その他

計

本体

翼壁
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表 1.4 カルバート 健全性Ⅲの部材の変状一覧表 

 

 

表 1.5 ＰＣ床版橋 健全性Ⅱの部材の変状一覧表 

 

 

表 1.6 ＰＣ床版橋 健全性Ⅲの部材の変状一覧表 

 

 

部材 変状名 橋梁数 備考

ひびわれ 1 少数のひびわれ

剥離・鉄筋露出 1 鉄筋１本の局部的露出

2 変状単位で計上した橋の総数

本体

計

部材 変状名 橋梁数 備考

剥離・鉄筋露出 4 局部的な変状

ひびわれ 11 ＡＳＲが原因と推定される

漏水・遊離石灰 11 間詰部の変状

ひびわれ 8 軽微な変状、一部はＡＳＲが原因と推定される

剥離・鉄筋露出 1 局部的な変状

漏水・滞水 3 エラスタイトへの漏水、伸縮部の変状

変色・劣化 1 エラスタイトの変状

変形・欠損 2 防護柵の変状

腐食 6 鋼製防護柵の変状

路面の凹凸 2 舗装の剥がれ

舗装の異常 9 舗装の変状

破断 1 鋼製防護柵の変状

59 変状単位で計上した橋の総数計

下部構造

その他

主桁

支承部

部材 変状名 橋梁数 備考

主桁 ひびわれ 8 ＡＳＲが原因と推定される

下部構造 ひびわれ 2 コールドジョイントが原因と推定される

その他 変形・欠損 1 防護柵の広範囲に変形・欠損が生じている

11計
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（2）変状の地域特性 

富山県の地域特性として、アルカリシリカ反応（ＡＳＲ）を原因とする変状が多い。 

富山県の川砂、川砂利は、火山岩系（安山岩，流紋岩）の反応性骨材を含有しており、とくに安山

岩粒子の含有率が大きい河川水系の骨材を使用した構造物にてＡＳＲが多く発生している。県内

全域の主要な幹線道路（高速道路，国道，県道，市町村道（スーパー農道を含む））にある橋梁、

跨線橋および跨道橋の下部構造におけるＡＳＲ発生の分布が図 1.5である2)。 

高岡市の道路橋においてＡＳＲが多く発生していることがわかる。ＡＳＲは下部構造だけでな

く、上部構造においても発生している（写真 1.1）。 

石川および富山の両県内には、石川県七尾市のＰＣ工場で製作された桁が主に流通していた。

その工場では、主に富山県の河川産骨材が使用されており、1970年代頃に製作された桁にＡＳＲ

によるひびわれが確認されている3)。 

 

図 1.5 富山県内のＡＳＲ劣化橋梁分布状況 2) 

 

 

下部構造                  上部構造 

写真 1.1 高岡市におけるＡＳＲによる変状例 

                                                   
2 大代武志ほか：論文 富山県の反応性骨材とＡＳＲ劣化構造物の特徴，コンクリート工学年次

論文集，29巻 1号，pp. 1251-1256，2007. 
3 湊 俊彦，鳥居和之：論文 北陸地方におけるＡＳＲ が発生したＰＣ橋の詳細調査，コンクリ

ート工学年次論文集，33巻 1号，pp. 1001-1006，2011. 
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2 適用の範囲 

 本ガイドライン（令和 8年度版）は、高岡市が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁のうち、次に示す

橋梁の定期点検業務（道路法施行規則第 4条の 5の 6の規定に基づく点検）に適用する。 

 【令和 8年度版の適用対象橋梁（13.1.2 参照）】 

・ＲＣ中実床版橋（単純橋） 

・カルバート 

・ＰＣ床版橋 

なお、上記を除く橋梁は、従前どおり、「富山県橋梁定期点検マニュアル」に準拠して点検す

る。 

【解説】 

令和 6年度初版は、橋梁総数の約 8割を占めるＲＣ中実床版橋（グループ 1）とカルバート（グ

ループ 2）を適用対象とした。 

令和 8年度版は、橋梁総数の約 1割を占めるＰＣ床版橋（グループ 6）を適用対象に追加した。 
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3 用語の定義 

本ガイドラインでは、次のように用語を定義する。 

耐荷性 橋としての荷重を支持する性能 

使用性 通常の使用時に想定される作用の下で、橋が正常に使用できるための性能 

耐久性 橋が予定供用期間にわたり耐荷性、使用性を保持する性能 

要求性能 目的および機能に応じて橋に求められる性能 

維持管理 橋の供用期間において、橋の性能を要求性能以上に保持するためのすべての行

為 

措置 道路管理者が道路橋の性能の維持や回復を目的に実施する行為 

具体的には、定期的あるいは常時の監視、補修、補強、撤去、通行規制・通行止

めなどが例として挙げられる 

監視 あらかじめ決めた箇所の挙動等を追跡的に把握すること 

予定供用期間 橋を供用する予定の期間 

変状 橋に何らかの原因で発生している本来あるべき姿でない状態（初期欠陥、損傷、

劣化等）のうち、橋の耐荷性、使用性、耐久性を低下させているもの 

初期欠陥 施工時に生じた変状のうち、有害となる可能性のあるひびわれや豆板、コールド

ジョイント、砂すじなどの変状、かぶり不足やＰＣグラウト充填不足などを含む 

損傷 変状の一つの種類であり、地震や衝突等によるひびわれや剥離のように短時間

のうちに発生し、その後は時間の経過によっても進行しないもの 

劣化 時間の経過に伴って進行する変状 

重要変状 変状のなかで、耐荷性、使用性が要求性能の近くまで低下している、または要求

性能を下回っている可能性を示す変状 

部材等 橋を構成する各部材、その接合部、周辺地盤の総称 

作用 橋の部材等に働く応力や変形の増減、材料特性に経時変化をもたらすすべての

働き 

荷重 部材等に働く作用を力に変換したもの 

健全性 橋の性能の評価に用いる指標であり、トンネル等の健全性の診断結果の分類に

関する告示（平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号）に準拠して 4 区分

に分類される 

診断 点検結果、劣化予測、橋の使用される環境等を考慮して、橋の健全性を 4区分 

に分類すること 

近接目視 外観性状を把握できる距離まで近接し、目視すること。その距離は、部材等の形

状、変状の種類等により異なり、点検者が判断する必要がある 

点検 橋の現状を把握する行為の総称 

第三者被害 橋の部材の一部（コンクリート片等）が落下し第三者の生命や財産を脅かすこと 

グループ 上部構造形式による橋の分類。同一グループ内の橋では重要変状、その状態の把

握方法、記録方法が統一される 
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4 本ガイドラインの基本的考え方 

4.1 定期点検の目的 

橋の耐荷性、使用性、耐久性が要求性能を満たす状態を経済的に保つためには、適切な措

置（補修、補強、監視等）を早期に講ずる必要がある。そのために、橋の部材等における変状

の有無、程度を定期的に把握することを目的として定期点検を行う。 

 

4.2 点検の内容 

本ガイドラインによる点検では、重要変状のみを対象とし、その有無、程度を把握（以下、

「状態把握」という）する。そして、上部構造形式による分類である各グループ（表 4.1）

において、重要変状、その状態把握方法、記録方法を統一する。 

 

表 4.1 グループ 

番号 上部構造形式 備考 

1 ＲＣ中実床版橋 単純橋 

2 カルバート ボックス構造で周長方向に継手がない 

3 ＲＣ中空床版橋  

4 ＲＣ桁橋  

5 その他ＲＣ橋 1～4以外のＲＣ橋 

6 ＰＣ床版橋 プレテンションＰＣ桁を使用した床版橋 

7 ＰＣ桁橋 箱桁含む 

8 その他ＰＣ橋 6, 7 以外のＰＣ橋 

9 鋼桁橋 箱桁含む 

10 その他鋼橋 9 以外の鋼橋 

 

【解説】 

橋が作用を受けて、本来あるべき姿でない状態（初期欠陥、損傷、劣化等）が生じている場合

のうち、橋の耐荷性、使用性、耐久性が低下している状況を本ガイドラインでは変状という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 重要変状と耐荷性のイメージ 
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その変状のなかで、耐荷性、使用性が要求性能の近くまで低下している、または要求性能を下

回っている可能性を示す変状を重要変状という（図 4.1）。この重要変状は、高岡市の橋の変状を

分析した結果と、橋の耐荷性や使用性が損なわれる機構に基づいて選定した。 

従来の実務で変状として扱われてきたもので本ガイドラインでは変状として扱わないものもあ

る。例えば、ＲＣのひびわれについては、幅 0.1mm 未満のものは変状としない。 

コンクリート標準示方書【設計編】（参考技術基準）において、「鋼材腐食に対するひびわれ幅

の限界値は、鉄筋コンクリートの場合、0.005c（cはかぶり）としてよい。ただし、0.5mm を上限

とする。」とある。床版の最小かぶりは、鋼道路橋設計示方書（昭和 31年）4)は 25mm、道路橋示方

書（平成 29年）5)は 30mmより、cを小さい方の 25mmと設定すると限界値は 0.12mm である。 

そこで、ＲＣにおいて、幅 0.1mm 未満のひびわれは、耐久性の観点での鋼材腐食の発生可能性

も小さく、耐荷性上も問題がないと判断したため、変状としない。 

 

 

4.3 診断 

健全性は橋の性能の評価に用いる指標であり、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関

する告示（平成二十六年国土交通省告示第四百二十六号，下表）に示されている区分に分類

する。 

 

健全性の診断は、道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（参考技術基準参照）

に準拠して、次の手順で行う。 

（1）構造部分ごとに想定する状況に対する状態推定 

   構造部分は、以下が基本である。 

・上部構造：道路そのものとして自動車等の通行荷重を載荷させる部分を提供する役割 

・下部構造：上部構造を支える役割をもつ上下部接続部を適切な位置に提供する役割 

・上下部接続部：上部構造の支点となりその影響を下部構造に伝達する役割 

 

  

                                                   
4 社団法人 日本道路協会：鋼道路橋設計示方書 鋼道路橋製作示方書 解説，pp. 32，昭和 31

年 5月 
5 公益社団法人 日本道路協会：道路橋示方書・同解説 Ⅲ コンクリート橋・コンクリート部材

編，pp. 71，平成 29年 11月 
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この基本に、その他（フェールセーフ）、その他（伸縮装置）を加えるのが一般的である。 

各構造部分にどの部材が含まれるかは、グループにより異なる。それを 8.1 に示す。 

想定する状況は、活荷重、地震、豪雨・出水を基本とし、必要に応じてその他の状況を加え

る。これらの状況に対して、どのような状態となる可能性があるのかを以下に区分する。 

Ａ：何らかの変状が生じる可能性は低い 

Ｂ：致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある 

Ｃ：致命的な状態となる可能性がある 

この区分の考え方を表 4.2に示す。重要変状がある場合は、ＢまたはＣとなる。 

表 4.2 橋の健全性および構造部分の想定する状況に対する状態 

橋の 

健全性区分 
性能の水準 

構造部分

の状態 
変状 

Ⅰ 健全 耐荷性、使用性が竣工時より低下していない Ａ 変状なし 

Ⅱ 
予防 

保全段階 

常時湿潤など耐久性維持が困難な環境で耐荷

性、使用性の低下初期にある 
Ａ 

5 年程度で重要

変状に発達する

変状がある 

Ⅲ 
早期 

措置段階 

耐荷性、使用性が 5年程度の間に要求性能を下

回ると予想される 
Ｂ 重要変状がある 

Ⅳ 
緊急 

措置段階 
耐荷性、使用性が要求性能を下回る Ｃ 重要変状がある 

 

（2）橋の健全性の診断 

 1）想定する状況に対する状態からの橋の健全性 

上部構造、下部構造、上下部接続部、その他（伸縮装置）についての想定する状況に対

する状態の最も悪い状態とする。重要変状がある場合は、9.2 以降に示す各グループの

重要変状ごとに示されたⅣの目安を参考に、ⅢまたはⅣとする。 

 2）橋の健全性の総合的決定 

上記 1）に加え、次の点を考慮して橋の健全性を決定する。 

・第三者被害の評価：防護柵、舗装等の構造部材以外も対象とし、コンクリート片の落下、

走行車両の橋外への転落等を評価 

・予防保全の便益／費用を評価（例えば、水切りは優れる） 
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4.4 道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）の遵守内容 

道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（参考技術基準参照）において、道路法

施行規則第 4 条の 5 の 6 の規定に基づいて行う定期点検について、道路管理者が最低限実施す

ることが望ましいと考えられる事項（枠囲い部分）が記されている。 

本ガイドラインは、道路管理者が最低限実施することが望ましいと考えられる事項を表 4-3 

に示すように遵守している。「4．状態の把握」に関して以下に補足する（4.2 参照）。 

 

 

本ガイドラインでは、状態の把握対象の変状を、重要変状（部材等の耐荷性、使用性が要求

性能の近くまで低下している、または要求性能を下回っている可能性を示す変状であり、上部

構造形式による分類であるグループごとに設定）、他の変状の 2つに区分する。そして、変状の

把握方法を以下とする。 

1）重要変状 

近接目視を基本とし、狭隘な桁下など近接が容易でない場合は、次の方法を使用する。 

①変状の判読が近接目視と同等に行える方法、例えばポールカメラ（ポール先端にカメラ）

などを使用する。 

②前回点検結果で健全性Ⅰの橋については、グループごとに高岡市の橋での重要変状発生

状況を建設年や架橋状況、交通量等に基づき確認し、その発生可能性が極めて小さな場

合に限り、遠望目視などの方法を使用する。 
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2）他の変状 

重要変状を把握する過程で、他の変状の状態を把握する。 

 

以上のように、近接目視によらない場合も、耐荷性能、耐久性能、使用性能を近接目視によ

る場合と同等に評価できる。 
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5 定期点検の頻度 

定期点検は、図 5.1に従い、5年に 1回の頻度で実施することを基本とし、例外的に指定し

た橋について 5年より短い間隔で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 維持管理の流れ 

 

【解説】 

（1）定期点検は、図 5.1 の流れによることを基本としているが、変状の状況に応じて、その頻

度の見直しを行うことが重要である。 

（2）定期点検実施の優先順位や頻度の計画にあたっては、変状の状況、橋梁規模、架設後の経過

年数、橋梁の重要度等を総合的に判断して決定する必要がある。 

（3）緊急対応の必要性については、「9 診断」を参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

START 

定期点検 

緊急対応の
必要性 

橋の健全性 

緊急対応 

補修工事 

Yes 

高い 

低い 

No 
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6 点検作業の流れ 

グループ 1、2および 6の点検作業は、図 6.1の流れを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造部分ごとに 

想定する状況に対 

する状態推定 

 

START 

状態把握および現地記録 

前回点検記録等確認 

【把握】近接目視,遠望目視,撮影 

【記録】撮影 

無 

【把握】近接目視,撮影,変状寸法計測,打音検査等 

【記録】撮影,野帳 

有 

要求性能 

を下回る 

市に 

緊急報告 

はい

いいえ

重要変状 

点検 

橋の健全性の診断 

・上部構造、下部構造、上下部接続部、その他（伸縮装置）についての状態推定の最

も悪い状態とする。重要変状がある場合は、重要変状ごとに示された区分の目安を

参考にⅢまたはⅣとする。 

・上記に加え、第三者被害および予防保全の便益/費用の評価を考慮して橋の健全性

を決定する。 

橋の 

健全性区分 
性能の水準 

構造部分

の状態 

Ⅰ 健全 耐荷性、使用性が竣工時より低下していない Ａ 

Ⅱ 
予防 

保全段階 

常時湿潤など耐久性維持が困難な環境で耐荷性、使用

性の低下初期にある 
Ａ 

Ⅲ 
早期 

措置段階 

耐荷性、使用性が 5年程度の間に要求性能を下回ると

予想される 
Ｂ 

Ⅳ 
緊急 

措置段階 
耐荷性、使用性が要求性能を下回る Ｃ 

＋ 

 

診断 

次頁へ 

【Ｂ】 【Ｃ】 【Ａ】 

・第三者被害の評価      ・予防保全の便益/費用の評価 
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図 6.1 グループ 1、2および 6の点検作業の流れ 

 

【解説】 

 点検における現地記録は、8.2 および 10  に基づき行う。最初に、数橋の撮影画像の適否に

ついて調査職員の確認を得ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END 

報告書作成 

点検結果の記録  対象橋の諸元、現地記録、健全性、他データを蓄積・保存 

記録 

前頁より 
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7 点検体制 

定期点検は、橋梁点検員 1名、点検補助員 1～2名、橋梁診断員 1名の人員構成で行う。橋梁

点検員は点検の品質および作業の安全に、橋梁診断員は診断の品質に責任を負う者であり、十

分な知識と実務経験を有する必要がある。橋梁点検員と橋梁診断員は、知識を有していること

を示す技術者資格を有する必要がある。また、橋梁診断員は、橋梁点検員を兼務できる。 

 

【解説】 

 橋梁点検員および橋梁診断員は、本ガイドラインの考え方をよく理解して点検、診断を行う必

要があり、各々、以下の技術者資格を有する者とする。 

（1）橋梁点検員は、次のいずれかの資格を有すること 

・建設部門（鋼構造及びコンクリート）の技術士の資格 

・「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定（平成 26 年国

土交通省告示第 1107 号）」に基づく技術者資格登録簿（最新版）に登録された資格（施設

分野：橋梁（鋼橋）及び橋梁（コンクリート橋）、業務：点検に関するもの）を有する者 

（2）橋梁診断員は、次のいずれかの資格を有すること 

・建設部門（鋼構造及びコンクリート）の技術士の資格 

・「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定（平成 26 年国

土交通省告示第 1107 号）」に基づく技術者資格登録簿（最新版）に登録された資格（施設

分野：橋梁（鋼橋）及び橋梁（コンクリート橋）、業務：診断に関するもの）を有する者 

（3）市職員が点検・診断する場合 

・国土交通省北陸地方整備局が実施する道路構造物管理実務者研修の「橋梁初級Ⅰ研修」を

受講し、達成度試験（学科・実技）に合格した者 
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8 点検の内容 

8.1 点検対象部材および重要変状 

8.1.1 ＲＣ中実床版橋（グループ 1） 

点検対象部材および重要変状は、表 8.1による。 

表 8.1 ＲＣ中実床版橋の点検対象部材および重要変状 

構造部分 部材 重要変状 性能の状態 備考 

上部構造 

床版 

（主桁） 

幅 0.2mm 以上の曲げ

ひびわれ（支間中央

の橋軸直角方向） 

曲げ耐力が低下 地覆下除く 

減肉を伴う局部的で

ない鉄筋露出 
曲げ耐力が低下 同 上 

下部構造 
橋台 

局部的でない変形・

欠損 

曲げ,せん断耐力が低

下 
 

上下部接

続部 
支承部 

支承部直下の橋台に

変形・欠損 
支承機能の喪失  

その他

（伸縮装

置） 

伸縮装置 20mm 以上の段差 
使用性（走行の安全

性）が低下 

伸縮装置がある場

合のみ 

・その他（フェールセーフ）は該当なし 

・管理橋梁で第三者被害予防措置対象橋はない 

【解説】 

（1）令和 4 年度以前の点検において、ＲＣ中実床版橋 643 橋のうち健全性Ⅲは 28 橋である。Ⅲ

の決定要因となった変状を解表 8.1に示す。 

解表 8.1 健全性Ⅲの決定要因の変状 

 

 

 

 

 

 

 

 

      減肉を伴う局部的でない鉄筋露出       ＡＳＲが原因と推定されるひびわれ 

 

部材 変状名 橋梁数 備考

剥離・鉄筋露出 20 減肉を伴う広範囲の鉄筋露出

ひびわれ 7 ＡＳＲが原因と推定される

橋台 ひびわれ 3 ＡＳＲが原因と推定される

地覆 変形・欠損 1 防護柵支柱根入れ部が広範囲に欠損

31 変状単位で計上した橋の総数計

床版
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減肉を伴う局部的でない鉄筋露出が見られた事例では、かぶりが剥落して鉄筋の断面減少

や、鉄筋の破断も見られた（解表 8.1の写真参照）。解表 8.1に示したひびわれ、漏水・遊

離石灰については、単にＡＳＲが原因と推定されるということでⅢと判定されており、本ガ

イドラインの考え方では重要変状に該当しないため除外した。 

解表 8.1に示される変状の他に、各部材において耐荷性や使用性を明確に低下させる変状

を追加して表 8.1とした。曲げひびわれについては、①点検時点で鉄筋応力が降伏点に近い

状態（9.2 参照）に加えて、②ひびわれから侵入する腐食因子により将来、鉄筋腐食が進行

し①に至る状態を想定する必要がある。下表6)で、ひびわれ幅ｗ（mm）が 0.2＜ｗ≦0.3 で塩

分環境下において部材性能への影響が中（20年耐久性）となっていることより、幅 0.2mm 以

上の曲げひびわれを重要変状とした。 

 

 

 

                                                   
6 公益社団法人 日本コンクリート工学会：コンクリートのひび割れ，補修･補強指針 2022，pp. 

85-86，2022. 
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減肉を伴う局部的でない鉄筋露出の「局部的でない」の考え方の例を以下に示す。 

高度経済成長期の床版橋の多くが鋼道路橋設計示方書（昭和 31年）のＴ荷重載荷時の床版

の曲げモーメントを梁として計算したと考えられる。当時の設計基準の一つであるコンクリ

ート標準示方書7)では梁の有効幅を次のように定めている。 

 

橋長が短いほど有効幅は小さくなる。橋長 2ｍの宮田町 70号橋（解表 9.3）での有効幅を

解図 8.1 に示す。左右の後輪の有効幅が重複しており、安全側の有効幅は地覆側後輪の

1425mm となる。 

鉄筋露出の幅員方向の幅がこれより大きい場合に「減肉を伴う局部的でない鉄筋露出」の

参考とすることができる。 

 

 

解図 8.1 梁計算の有効幅（橋長 2m） 

 

                                                   
7 土木学会：コンクリート標準示方書 昭和 42年版，pp.106，昭和 42年 5月 
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（2）コンクリートを現場で練っていた時代には、コンクリート中の粗骨材より大きな石（粗石）

を配置し、その周囲にコンクリートを打ち、締め固めるという粗石コンクリートもあった8)。

粗石コンクリート橋台の変状例を写真 8.1 に示す。粗石周囲のコンクリートが消失して広範

囲に変形・欠損が発生している。粗石コンクリート橋台は、高岡市だけでなく県内他市におい

てもあり、同様の変状が発生している。また、粗石コンクリートは、およそ昭和 30 年以前に

施工された砂防施設に多用されている。しばしばコンクリートの不足や手作業によって充填が

不十分なケース、特に打設層下部や粗石周囲で空隙、あるいは多孔質・脆弱となっているケー

スがみられるという9)。 

 

 

写真 8.1 粗石コンクリート橋台の変状例 

 

（3）ＲＣ中実床版橋では、伸縮装置がないものが大多数だが、ある場合（エラスタイト含む）は

橋の使用性（走行の安全性）の確保の観点から、タイヤがバーストする危険性が高くなる段差

が 20mm を超える場合を重要変状とする。また、落橋防止システムは管理橋梁にはないため、

該当なしとした。 

 

 

                                                   
8 土木学会：コンクリート標準示方書 解説 昭和 33年版，pp. 79-80，昭和 33年 12月 
9 尾関信幸，西本晴男：粗石コンクリート構造の砂防施設の内部特性と健全性評価，平成 28年

度砂防学会研究発表会概要集 B，pp. 230-231，平成 28年 5月 
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8.1.2 カルバート（グループ 2） 

点検対象部材および重要変状は、表 8.2による。 

表 8.2 カルバートの点検対象部材および重要変状 

構造部分 部材 重要変状 性能の状態 備考 

上部構造 頂版 

頂版の幅 0.2mm 以上の曲げひ

びわれ（支間中央の橋軸直角

方向） 

曲げ耐力が低下  

減肉を伴う局部的でない鉄筋

露出 
曲げ耐力が低下  

下部構造 

側壁およ

び底版 
頂版に同じ 頂版に同じ  

翼壁 
減肉を伴う局部的でない鉄筋

露出 
曲げ耐力が低下  

継手 土砂を伴う大量の漏水 
利用者被害の予防能

力が低下 
背面土流出 

・上下部接続部、その他（伸縮装置）、その他（フェールセーフ）は該当なし 

・管理橋梁で第三者被害予防措置対象橋はない 

【解説】 

（1）令和 4年度以前の点検において、カルバート 285橋のうち健全性Ⅲは 1橋である。Ⅲの決定

要因となった変状は剥離・鉄筋露出であるが、ＲＣ中実床版橋の解表 8.1 に示す剥離・鉄筋

露出に比べて軽微なものである（表 1.4）。しかし、各部材において、耐荷性や使用性を明確

に低下させる変状でカルバートに発生する可能性のあるものを、中実床版橋を参考に追加して

表 8.2とした。 

（2）上下部接続部として、頂版と側壁の隅角部が考えられるが、重要変状に該当する変状は発生

していないため、隅角部は該当なしとした。また、伸縮装置、落橋防止システムは管理橋梁に

はないため、該当なしとした。 
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8.1.3 ＰＣ床版橋（グループ 6） 

点検対象部材および重要変状は、表 8.3による。 

表 8.3 ＰＣ床版橋の点検対象部材および重要変状 

構造部分 部材 重要変状 性能の状態 備考 

上部構造 

床版 

（主桁） 

曲げひびわれ（支間中央

の橋軸直角方向） 
曲げ耐力が低下 地覆下除く 

横締め鋼材の破断・突出 荷重分配機能の低下  

桁下面の 

錆汁を伴うひびわれ 

曲げ耐力低下の可能

性 
 

横締め定着部周辺の 

錆汁を伴うひびわれ 

荷重分配機能低下の

可能性 
 

間詰め部からの 

錆汁の発生 

荷重分配機能低下の

可能性 
 

下部構造 
橋台 局部的でない変形・欠損 

曲げ,せん断耐力が

低下 
 

橋脚 橋台に同じ 橋台に同じ  

上下部接続

部 
支承部 

支承部直下の橋台に変

形・欠損 
支承機能の喪失  

その他（伸

縮装置） 
伸縮装置 20mm 以上の段差 

使用性（走行の安全

性）が低下 

伸縮装置があ

る場合のみ 

・その他（フェールセーフ）は該当なし 

・管理橋梁で第三者被害予防措置対象橋はない 

【解説】 

（1）上部構造の変状 

1）ＰＣ床版橋の構造概要 

プレストレストコンクリート（ＰＣ）構造物は、圧縮応力（プレストレス）を与えること

で、引張強度が小さいというコンクリートの欠点を補った構造物である。令和 8年度版では、

そのうちのＰＣ床版橋を適用対象に追加しており、これはプレテンションＰＣ桁（大多数が

ＪＩＳ桁，解図 8.2）を使用し、ＰＣ鋼材による横締めがある構造を分類している。 

   

元規格(1980)       新規格(充実断面)(2004)     新規格(中空断面)(2004) 

解図 8.2 ＪＩＳ桁の例10) 

                                                   
10 （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会：道路橋用橋げた 設計・製造便覧 JIS A 

5373-2004，平成 16年 6月 
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横締めとは、桁を横方向（橋軸直角方向）に一体化させるため、桁の側面からプレストレ

スを与えることである。横締めでは、桁にシース管を取り付け、その中にＰＣ鋼材を挿入し、

ジャッキにてＰＣ鋼材の緊張を行う。その後、シース管内部をグラウトで充填し、定着具を

取り付けた上でジャッキを開放することで、プレストレスを与える。横締め鋼材には、ＰＣ

鋼棒や丸鋼が使用されている（解図 8.311),12)）。 

桁では、荷重の載荷による引張応力が、プレストレスを超えてコンクリートの曲げ引張強

度に到達した時点で、ひびわれが発生する。また、桁の圧縮縁が終局ひずみ（0.002513)）に到

達した時点で、破壊に至る。高岡市のＰＣ床版橋が整備された当時の JIS A 5313-1959 にお

いて、2点載荷試験によるひびわれ荷重および破壊荷重が規定されている（解表 8.2）。破壊

試験荷重はひびわれ試験荷重に比べて、2倍以上大きな値となっている。 

 

  

横断面図 11                         定着部 12 

解図 8.3 横締め概念図 

 

解表 8.2 JIS A 5313-1959 の曲げ強さ14) 

 

 

                                                   
11 ピー・エス・コンクリート（株）：ＰＣ道路橋用橋ゲタ総合カタログ 
12 （社）日本道路協会：道路橋設計図集 第 1 〔設計図 2〕，1959 
13 （社）土木学会：プレストレストコンクリート設計施工指針，昭和 30年 4月 
14 プレストレスト・コンクリート工業協会編：スラブ橋用プレストレスト コンクリート橋ゲタ 

JIS A 5313-1959 

呼び名 ひびわれ試験荷重(t) 破壊試験荷重(t)
S205 3.7 8.5
S206 3.7 9.3
S207 4.1 9.6
S208 4.2 10.4
S209 4.4 11.0
S210 5.1 12.6
S211 5.4 14.3
S212 5.8 14.8
S213 6.3 16.4
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解表 8.3 健全性Ⅲの決定要因の変状 

 

 

  

ＡＳＲが原因と推定されるひびわれ 

 

令和 7 年度 3 月以前の点検において、ＰＣ床版橋 123 橋のうち健全性Ⅲは 9 橋である。Ⅲ

の決定要因となった変状を解表 8.3に示す。 

 

2）ＡＳＲによるひびわれ 

解表 8.3に示したひびわれについては、単にＡＳＲが原因と推定されるということでⅢと

判定されている。ＡＳＲによるひびわれを重要変状とすべきか判断するため、解表 8.4に示

すⅢ判定のＰＣ床版橋で載荷試験を行った。載荷試験では、設計活荷重と同程度の荷重を載

荷した際に、曲げひびわれの発生有無を確認することで、耐荷性を評価した。また、曲げひ

びわれ発生時の曲げモーメントの計算値と、載荷試験時の曲げモーメントを比較し、耐荷性

の劣化程度を評価した。 

ＰＣ床版橋は架設年が古く完成図が保存されていないため、耐荷性の評価に当たり、桁の

内部構造を把握する必要があった。このため、形状寸法調査や舗装厚調査、電磁波レーダー

による鋼材調査結果を基に、ＪＩＳ桁や当時流通していたメーカー規格製品（ピー・エス・

コンクリート（株）等）のうち、どの規格が使用されているかを推定した。曲げモーメント

を算出するに当たり、横締め間隔や断面係数等の諸定数は規格値 11)から設定した。また、コ

ンクリート（桁）の曲げ引張強度やひびわれに対する安全度は、標準設計の解説15)から設定

した。なお、以降の値は当時の基準書と統一し MKS重力単位系で示す。 

載荷試験では、橋梁点検車 BT200 を荷重とした。BT200 のアウトリガ最大反力は、最大張り

出し時における前輪側の 4.78t16)であり、T-14の後輪荷重 5.6tの 9割程度である。また、最

大反力の載荷位置は、支間中央における下流側の地覆直近とした。 

                                                   
15 （社）日本道路協会：道路橋標準設計解説〔1〕〔2.〕ＰＣスラブ橋標準設計，1959 
16 （株）タダノ：BT-200，製品カタログ 

部材 変状名 橋梁数 備考

主桁 ひびわれ 8 ＡＳＲが原因と推定される

下部構造 ひびわれ 2 コールドジョイントが原因と推定される

その他 変形・欠損 1 防護柵の広範囲に変形・欠損が生じている

11計
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解表 8.4 載荷試験実施橋梁の構造諸元 

項 目 構 造 諸 元 

対象橋梁 下島橋 戸出町五丁目 707号橋 

架設年 1964 年 1971 年 

設計基準 鋼道路橋設計示方書，昭和 31年 5月 

橋の等級 二等橋（T-14） 

支間長 8.35m（2径間） 9.45m 

総幅員 6.95m 7.70m 

舗装厚 最小 55mm（横断勾配 2%） 45mm 

桁規格 JIS A 5313-1959(S209) H210（メーカー規格製品） 

桁断面図 11) 

 
 

桁本数 20本 11本 

横締め間隔（支間中央部）11) 0.60m 2.0m 

コンクリートの

設計基準強度 11) 

桁 500kgf/cm2 

場所打ち 200kgf/cm2 

コンクリート（桁）の曲げ

引張強度 15) 
60kgf/cm2 

ひびわれに対する安全度 15) 

1.50 
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下島橋             戸出町五丁目 707 号橋 

写真 8.1 載荷試験状況 

 

解表 8.5 対象橋梁の各曲げモーメント 

対象橋梁 下島橋 戸出町五丁目 707号橋 

曲げモーメント 

（計算値） 

曲げひびわれ発生時 3032kgf・m 6693kgf・m 

載荷試験時 937kgf・m 1873kgf・m 

 

載荷試験時に桁下面を近接目視した結果、曲げひびわれは確認されなかった。また、ＰＣ

橋の計算例17),18)や標準設計の解説 15)を参考に復元計算を行った結果、曲げひびわれ発生時の

曲げモーメントの計算値は、載荷試験時に発生した最外縁の主桁の曲げモーメント（最大値）

に対して、約 3倍であることが確認された（解表 8.5）。 

このため、ＡＳＲによるひびわれが発生したＰＣ床版橋では、設計荷重と同程度の荷重で

曲げひびわれを生じるほど（曲げひびわれ発生時の曲げモーメントが約 1/3 となるほど）耐

荷性は低下していないことが確認された。これは、ＡＳＲによる膨張が一定の範囲内では，

ＰＣ梁部材の耐荷性能はそれほど低下しないという、既往調査 18)に符合する。この理由は、

ＡＳＲ膨張により導入されるケミカルプレストレスの積極的な影響と、膨張により材料特性

が低下する消極的な影響が、相反するためである19)。 

以上より、錆汁を伴わないＡＳＲによるひびわれは、重要変状から除外する。 

 

3）耐荷性、使用性が要求性能を下回っている可能性を示す変状 

上部構造において、耐荷性や使用性が要求性能を下回っている可能性を示す変状を表 8.3

に示した。 

JIS A 5313-1959 では、許容曲げ引張応力度を 0kgf/cm2と設定しているため 11)、死荷重状

態でプレストレス導入方向と直行するひびわれ（曲げひびわれ）を生じることは、耐荷性が

要求性能を下回っていることを示す。このため、曲げひびわれを重要変状とした。 

                                                   
17 （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会：やさしいＰＣ橋の設計，2002年 7月 
18 （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会：やさしいＰＣ橋の設計，2021年 7月 
19 上田尚史・中村 光・国枝 稔・前野裕文・森下宣明・浅井 洋：コンクリート構造物におけ

る ASR損傷と損傷後の構造性能の評価：土木学会論文集 E2（材料・コンクリート構造），

Vol.67，No.1，pp.28-47，2011 
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横締め鋼材の破断・突出      応急対策工（H形鋼の架設） 

写真 8.2 大間川橋の事例 19 

  

桁下面の錆汁を伴うひびわれ 

写真 8.3 耐荷性や使用性が要求性能を下回っている可能性を示す変状(1) 

 

ＰＣ床版橋は、横締めにより桁を一体化することで、橋軸直角方向の荷重分配を行うもの

としている。横締め鋼材の破断・突出は、荷重分配機能の低下を明確に示す変状であり、石

川県七尾市の大間川橋の事例（写真 8.2）では、直ちに通行止め・応急対策工を実施してい

る20)。このため、横締め鋼材の破断・突出を重要変状とした。 

 

4）耐荷性、使用性が要求性能の近くまで低下している可能性を示す変状 

上部構造において、耐荷性や使用性が要求性能の近くまで低下している可能性を示す変状

を表 8.3に示した。 

錆汁を伴うひびわれが桁下面で確認された場合、ＰＣ鋼線またはスターラップが腐食して

いる可能性が高い。腐食が進行しＰＣ鋼線の破断に至った場合は、桁製作時に導入されたプ

レストレスが解放されるため、曲げ耐力が低下する。このため、ＰＣ鋼線の破断の可能性を

示す、桁下面の錆汁を伴うひびわれを重要変状とした。ＰＣ鋼線が破断に至る前の腐食段階

では、非破壊調査による損傷程度の確認が困難である。このため、錆汁を伴うひびわれが複

数確認される等、ＰＣ鋼線が破断している可能性が高いと判断される場合は、漏洩磁束法等

の非破壊調査により別途詳細調査を行った上で、補修・補強の検討を行うことが望ましい。 

                                                   
20 飯田和宏・橘 翼・市原寛之：国道 160号大間川橋における横締めＰＣ鋼棒の突出事象への対

応について 
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横締め定着部周辺の錆汁を伴うひびわれ   間詰め部からの錆汁の発生 

写真 8.4 耐荷性や使用性が要求性能を下回っている可能性を示す変状(2) 

 

 

解図 8.4 シース内の観察結果 20 

 

錆汁を伴うひびわれが横締め定着部周辺で確認された場合、または間詰め部から錆汁の発

生が確認された場合、横締め鋼材が腐食している可能性が高い。通常、横締め鋼材はシース

内でグラウトに保護されており、橋面などから水の浸入がある場合でも腐食しにくい環境に

ある。しかし、大間川橋の事例のように、グラウトの充填不良が生じている場合は、横締め

鋼材が腐食し破断に至る可能性がある（解図 8.4）20)。横締め鋼材の破断・突出が生じた場

合は、直ちに応急対策が必要となる。このため、横締め鋼材の破断の可能性を示す、横締め

定着部周辺の錆汁を伴うひびわれと、間詰め部からの錆汁の発生を重要変状とした。錆汁の

発生が複数確認される等、横締め鋼材が破断している可能性が高いと判断される場合は、イ

ンパクトエコー法等の非破壊調査により別途詳細調査を行った上で、補修・補強の検討を行

うことが望ましい。 

 

（2）上部構造以外の変状 

上部構造以外の構造部分において、耐荷性や使用性を明確に低下させる変状は、ＲＣ中実

床版橋とＰＣ床版橋で同等と判断し、中実床版橋を参考に追加して表 8.3とした。 
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8.2 重要変状の状態把握方法 

8.2.1 ＲＣ中実床版橋（グループ 1） 

（1）状態把握方法 

1）重要変状の状態把握方法は、床版および橋台は表 8.4による。路面は近接目視による。こ 

れらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。 

2）ポールカメラ【近接】は、ポール先端に取付けたカメラで撮影した画像において、変状の 

判読が近接目視と同等に行えるものである。表 8.4に示す適用条件に加えて、近接目視 

が困難な狭隘部（橋台の前面に護岸がある橋の桁端部等）に適用する。13.3 にその適合 

例を示す。 

3）ポールカメラ【遠望】は、撮影した画像において、変状の判読が部材から 2ｍ程度離れて 

の目視と同等に行えるものである。13.3 にその適合例を示す。 

4）他撮影技術は、近接目視およびポールカメラ【近接】が行えない場合に使用する撮影技術 

の総称である。画像において、変状の判読が近接目視と同等に行える技術とし、13.3 に 

その例を示す。 

 

表 8.4 床版および橋台の重要変状の状態把握方法 

桁下 水深 余裕 状態把握方法 

前回健全性Ⅱ，Ⅲ 前回健全性Ⅰ 

7.0m

～

4.0m 

0.5m

未満 
－ ②ポールカメラ【近接】（鉛直） ③ポールカメラ【遠望】（鉛直） 

0.5m

以上 

0.5m

以上 

①近接目視（ボート）＋ 

②ポールカメラ【近接】（鉛直） 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

4.0m

～

0.8m 

0.5m

未満 

0.5m

以上 
①近接目視（徒歩,脚立,梯子） ①近接目視（徒歩,脚立,梯子） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

以上 

0.5m

以上 

①近接目視（ボート）＋ 

②ポールカメラ【近接】（鉛直） 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.8m

未満 
－ 

0.5m

以上 
①近接目視 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

・「桁下」とは、地面または河床等からの床版下面の高さ 

・「水深」とは、河川等の常時水深または短期間低下時（堰等により）水深 

・「余裕」とは、河川等の常時水位または短期間低下時（堰等により）水位から床版下面の高さ 

・「Ａ＋Ｂ」とは、必要な場合、方法Ａに方法Ｂを併用することを示す 
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（2）重要変状の現地記録方法 

重要変状がある場合には、前回点検の橋梁一般図（富山県橋梁維持管理システム）を活

用し、同図に位置を追記して、表 8.5に示す重要変状の記録を作成する。その様式を 10.1 

に示す。これらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。状態把握の最初に、

数橋の撮影画像の適否について調査職員の確認を得ること。 

表 8.5 ＲＣ中実床版橋の重要変状の記録 

部材 重要変状 記録項目 

床版 

（主桁） 

幅 0.2mm 以上の曲げひびわれ 
・ひびわれの詳細写真（錆汁有無含む） 

・ひびわれの幅、長さ、間隔 

減肉を伴う局部的でない鉄筋露出 

・鉄筋露出の詳細写真 

・鉄筋露出の幅員および橋軸方向の各寸法、

深さ 

・鉄筋径（腐食部、健全部） 

・減肉程度が大小の 2箇所で鉄筋断面減少割

合（健全部の鉄筋断面積に対する減少） 

橋台 局部的でない変形・欠損 
・変形・欠損の詳細写真 

・変形・欠損の幅、長さ、深さ 

支承部 支承部直下の橋台に変形・欠損 同 上 

伸縮装置 20mm 以上の段差 
・段差の詳細写真 

・段差の幅、長さ、深さ 

 

【解説】 

（1）状態把握方法 

床版および橋台の重要変状の状態把握方法は、前回健全性Ⅰの橋については、近接目視が

容易に行える場合を除き、ポールカメラ【遠望】とした。この理由は、前回健全性Ⅰの橋は

重要変状を含め変状がなかったため、建設時にある程度以上の品質が確保された橋であると

思われ、点検間隔 5 年の間に重要変状が発生する可能性は極めて小さいと考えられることに

よる。 

ポールカメラ【遠望】により見逃す可能性がある重要変状は、幅が小さい、長さの短い曲

げひびわれである。重要変状を見逃すリスクへの対策として、近接目視による点検により曲

げひびわれが発生していた場合は、直ちに発生原因の分析を行い、その原因を他の橋も有す

る場合には、年度途中においても、状態把握方法を前回健全性Ⅱ，Ⅲの方法に変更する。 

なお、減肉を伴う局部的でない鉄筋露出および局部的でない変形・欠損は、ポールカメラ

【遠望】により識別可能である。 

 

 

 

  



 

37 

8.2.2 カルバート（グループ 2） 

（1）状態把握方法 

1）重要変状の状態把握方法は、頂版、側壁、底版、継手は表 8.6に、翼壁は表 8.7によ 

る。これらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。 

2）ポールカメラ【遠望】は、撮影した画像において、変状の判読が部材から 2ｍ程度離れ 

ての目視と同等に行えるものである。13.3 にその画像例を示す。 

 

表 8.6 頂版、側壁、底版、継手の重要変状の状態把握方法 

内空高 水深 余裕 状態把握方法（前回健全性Ⅰ，Ⅱ，Ⅲともに） 

7.0m～

4.0m 

0.5m

未満 
― ③ポールカメラ【遠望】（鉛直） 

0.5m

以上 
― ③ポールカメラ【遠望】（側方から差込） 

4.0m～

0.8m 

0.5m

未満 

0.5m

以上 
①近接目視（徒歩,脚立,梯子） 

0.5m

未満 
③ポールカメラ【遠望】（側方から差込） 

0.5m

以上 
― ③ポールカメラ【遠望】（側方から差込） 

0.8m 

未満 
― ― ③ポールカメラ【遠望】（側方から差込） 

・「内空高」とは、底版からの頂版下面の高さ 

・「水深」とは、河川等の常時水深または短期間低下時（堰等により）水深 

・「余裕」とは、河川等の常時水位または短期間低下時（堰等により）水位から頂版下面

の高さ 

表 8.7 翼壁の重要変状の状態把握方法 

全高 状態把握方法（前回健全性Ⅰ，Ⅱ，Ⅲともに） 

4.0m 以上 ③ポールカメラ【遠望】（鉛直） 

4.0m 未満 ①近接目視（徒歩,脚立,梯子） 

・「全高」とは、地面からの翼壁上面の高さ 

 

（2）重要変状の現地記録方法 

重要変状がある場合には、前回点検の橋梁一般図（富山県橋梁維持管理システム）を活

用し、これに位置を追記して、表 8.8に示す重要変状の記録を作成する。その様式を 10.1 

に示す。これらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。状態把握の最初に、

数橋の撮影画像の適否について調査職員の確認を得ること。 
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表 8.8 カルバートの重要変状の記録 

部材 重要変状 記録項目 

頂版、側

壁、底版 

 

幅 0.2mm 以上の曲げひびわれ 
・ひびわれの詳細写真（錆汁有無含む） 

・ひびわれの幅、長さ、間隔 

減肉を伴う局部的でない鉄筋露出 

・鉄筋露出の詳細写真 

・鉄筋露出の幅員および橋軸方向の各寸法、

深さ 

・鉄筋径（腐食部、健全部） 

・減肉程度が大小の 2箇所で鉄筋断面減少割

合（健全部の鉄筋断面積に対する減少） 

翼壁 減肉を伴う局部的でない鉄筋露出 

・鉄筋露出の詳細写真 

・鉄筋露出の幅、長さ、深さ 

・鉄筋径（腐食部、健全部(可能な場合）） 

継手 土砂を伴う大量の漏水 
・漏水部の継手の詳細写真 

・継手の遊間、漏水部の高さ 

 

【解説】 

（1）状態把握方法 

1）頂版、側壁、底版、翼壁、継手の重要変状の状態把握方法は、近接目視が容易に行える場合

を除き、ポールカメラ【遠望】とした。この理由は、以下のイ）～ハ）に示されているよう

に、カルバートはＲＣ中実床版橋に比べて劣化の進行が遅く、点検間隔 5 年の間に重要変

状が発生する可能性は前回健全性Ⅱの橋においても極めて小さいと考えられることによる。

なお、前回健全性Ⅲは 1橋のみであり、補修済みである。 

イ）高岡市におけるカルバートの健全性の分布 

カルバートは、健全性Ⅱ、Ⅲの割合がＲＣ中実床版橋に比べて小さい。これは、劣化の

進行が遅いことを示している。 

 

解表 8.6 ＲＣ中実床版橋、カルバートの健全性の分布 

 全橋に対する割合（％） 

健全性 ＲＣ中実床版橋 カルバート 

Ⅰ 67.4 89.9 

Ⅱ 29.7 9.8 

Ⅲ 2.3 0 

点検未 0.6 0.3 

計 647 橋 286橋 

        ※令和 7年 3月時点 
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ロ）新潟県市区町村管理カルバートの劣化傾向 

「図－13よりボックスカルバートは経年劣化傾向のばらつきが大きいが、全体としてほ

とんど健全度が下がっておらず、経過年数にかかわらず比較的健全度を高く保ち続けられ

ることがわかる21)。」 

 

ハ）四国地方整備局管内事務所管理のカルバートの劣化傾向 

「図-6よりわかるように、ＲＣ橋やＰＣ橋は鋼橋と比較して経年劣化に強く、ボックス

カルバートは更に経年劣化に強い22)。」 

 

図-6 橋種ごとの 3年平均判定区分の経年推移 

 

重要変状が発生していた場合、ポールカメラ【遠望】により見逃す可能性がある重要変

状は曲げひびわれである。このリスクへの対策として、近接目視を行う橋で曲げひびわれ

が発生していた場合には、直ちに発生原因の分析を行い、その原因を他の橋も有する場合

には、年度途中においても、状態把握方法を表 8.4の前回健全性Ⅱ，Ⅲの方法に変更する。 

                                                   
21 小池真登，長井宏平：論文 新潟県市町村における橋梁点検データを用いた経年劣化傾向分

析，コンクリート工学年次論文集，Vol.37，No.2，2015 
22 全 邦釘ほか：橋梁の劣化過程の地域性の解明と地域アセットマネジメント手法の提案，第 55

回土木計画学研究発表会・講演集，2017 
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8.2.3 ＰＣ床版橋（グループ 6） 

（1）状態把握方法 

1）重要変状の状態把握方法は、床版および橋台、橋脚は表 8.9による。路面は近接目視によ 

る。これらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。 

2）ポールカメラ【近接】は、ポール先端に取付けたカメラで撮影した画像において、変状の 

判読が近接目視と同等に行えるものである。表 8.9 に示す適用条件に加えて、近接目視

が困難な狭隘部（橋台の前面に護岸がある橋の桁端部等）に適用する。13.3 にその適合

例を示す。 

3）ポールカメラ【遠望】は、撮影した画像において、変状の判読が部材から 2ｍ程度離れて 

の目視と同等に行えるものである。13.3 にその適合例を示す。 

4）他撮影技術は、近接目視およびポールカメラ【近接】が行えない場合に使用する撮影技術

の総称である。画像において、変状の判読が近接目視と同等に行える技術とし、13.3 に

その例を示す。 

 

表 8.9 床版および橋台、橋脚の重要変状の状態把握方法 

桁下 水深 余裕 状態把握方法 

前回健全性Ⅱ，Ⅲ 前回健全性Ⅰ 

7.0m

～

4.0m 

0.5m

未満 
－ ②ポールカメラ【近接】（鉛直） ③ポールカメラ【遠望】（鉛直） 

0.5m

以上 

0.5m

以上 

①近接目視（ボート）＋ 

②ポールカメラ【近接】（鉛直） 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

4.0m

～

0.8m 

0.5m

未満 

0.5m

以上 
①近接目視（徒歩,脚立,梯子） ①近接目視（徒歩,脚立,梯子） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

以上 

0.5m

以上 

①近接目視（ボート）＋ 

②ポールカメラ【近接】（鉛直） 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.8m

未満 
－ 

0.5m

以上 
①近接目視 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

0.5m

未満 

②ポールカメラ【近接】（側方か

ら差込）／④他撮影技術 

③ポールカメラ【遠望】（側方か

ら差込） 

・「桁下」とは、地面または河床等からの床版下面の高さ 

・「水深」とは、河川等の常時水深または短期間低下時（堰等により）水深 

・「余裕」とは、河川等の常時水位または短期間低下時（堰等により）水位から床版下面の高さ 

・「Ａ＋Ｂ」とは、必要な場合、方法Ａに方法Ｂを併用することを示す 
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（2）重要変状の現地記録方法 

重要変状がある場合には、前回点検の橋梁一般図（富山県橋梁維持管理システム）を活

用し、同図に位置を追記して、表 8.10に示す重要変状の記録を作成する。その様式を 10.1 

に示す。これらによりがたい場合は、調査職員と協議するものとする。状態把握の最初に、

数橋の撮影画像の適否について調査職員の確認を得ること。 

表 8.10 ＰＣ床版橋の重要変状の記録 

部材 重要変状 記録項目 

床版 

（主桁） 

曲げひびわれ 
・ひびわれの詳細写真（錆汁有無含む） 

・ひびわれの幅、長さ、間隔 

横締め鋼材の破断・突出 
・破断・突出の詳細写真 

・鋼材の種類、径 

桁下面の 

錆汁を伴うひびわれ 

・ひびわれの詳細写真（錆汁有無含む） 

・ひびわれの幅、長さ、間隔 

横締め定着部周辺の 

錆汁を伴うひびわれ 

・ひびわれの詳細写真（錆汁有無含む） 

・ひびわれの幅、長さ、間隔 

間詰め部からの 

錆汁の発生 

・錆汁の詳細写真 

・錆汁の幅、長さ 

橋台、橋脚 局部的でない変形・欠損 
・変形・欠損の詳細写真 

・変形・欠損の幅、長さ、深さ 

支承部 
支承部直下の橋台、橋脚に 

変形・欠損 
同 上 

伸縮装置 20mm 以上の段差 
・段差の詳細写真 

・段差の幅、長さ、深さ 

 

【解説】 

（1）状態把握方法 

床版および橋台、橋脚の重要変状の状態把握方法は、前回健全性Ⅰの橋については、近接

目視が容易に行える場合を除き、ポールカメラ【遠望】とした。この理由は、前回健全性Ⅰ

の橋は重要変状がなかったため、内部鋼材の腐食は進展していないと思われ、点検間隔 5 年

の間に重要変状が発生する可能性は極めて小さいと考えられることによる。 

ポールカメラ【遠望】により見逃す可能性がある重要変状は、幅が小さい、長さの短い曲

げひびわれや錆汁を伴うひびわれである。重要変状を見逃すリスクへの対策として、近接目

視による点検により曲げひびわれや錆汁を伴うひびわれが発生していた場合は、直ちに発生

原因の分析を行い、その原因を他の橋も有する場合には、年度途中においても、状態把握方

法を前回健全性Ⅱ，Ⅲの方法に変更する。 

なお、横締め鋼材の破断・突出および局部的でない変形・欠損は、ポールカメラ【遠望】に

より識別可能である。 
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9 診断 

9.1 一般 

健全性の診断は次の手順で行う。 

（1）部材（上部構造、下部構造、支承部、その他）の健全性の分類 

構造部分は、以下が基本である。 

・上部構造：道路そのものとして自動車等の通行荷重を載荷させる部分を提供する役割 

・下部構造：上部構造を支える役割をもつ上下部接続部を適切な位置に提供する役割 

・上下部接続部：上部構造の支点となりその影響を下部構造に伝達する役割 

この基本に、その他（フェールセーフ）、その他（伸縮装置）を加えるのが一般的である。 

各構造部分にどの部材が含まれるかは、グループにより異なる。それを 8.1 に示す。 

想定する状況は、活荷重、地震、豪雨・出水を基本とし、必要に応じてその他の状況を加

える。これらの状況に対して、どのような状態となる可能性があるのかを以下に区分する。 

Ａ：何らかの変状が生じる可能性は低い 

Ｂ：致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある 

Ｃ：致命的な状態となる可能性がある 

この区分の考え方を表 9.1に示す。重要変状がある場合は、ＢまたはＣとなる。 

表 9.1 橋の健全性および構造部分の想定する状況に対する状態 

橋の 

健全性区分 
性能の水準 

構造部分

の状態 
変状 

Ⅰ 健全 耐荷性、使用性が竣工時より低下していない Ａ 変状なし 

Ⅱ 
予防 

保全段階 

常時湿潤など耐久性維持が困難な環境で耐荷

性、使用性の低下初期にある 
Ａ 

5 年程度で重要変

状に発達する変

状がある 

Ⅲ 
早期 

措置段階 

耐荷性、使用性が 5年程度で要求性能を下回

ると予想される 
Ｂ 重要変状がある 

Ⅳ 
緊急 

措置段階 
耐荷性、使用性が要求性能を下回る Ｃ 重要変状がある 

 

（2）橋の健全性の分類 

1）想定する状況に対する状態からの橋の健全性 

上部構造、下部構造、上下部接続部、その他（伸縮装置）についての想定する状況に対

する状態の最も悪い状態とする。重要変状がある場合は、9.2 以降に示す各グループの

重要変状ごとに示されたⅣの目安を参考に、ⅢまたはⅣとする。 

2）橋の健全性の総合的決定 

上記 1）に加え、次の点を考慮して橋の健全性を決定する。 

・第三者被害の評価：防護柵、舗装等の構造部材以外も対象とし、コンクリート片の落下、

走行車両の橋外への転落等を評価 

・予防保全の便益／費用を評価（例えば、水切りは優れる） 
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9.2 ＲＣ中実床版橋（グループ 1）の床版のⅣ 

上部構造（床版）の健全性は、表 9.2を参考に重要変状がⅣまたはⅢのどちらに該当する

か判断する。 

表 9.2 ＲＣ中実床版橋 床版の重要変状ごとのⅣの目安 

重要変状 Ⅳに分類する性能の水準／その目安となる変状の状態 

曲げひびわれ 曲げ耐力：主鉄筋の応力が降伏点に達する／ 

幅 0.3mm 以上の曲げひびわれ 

減肉を伴う局部

的でない鉄筋露

出 

曲げ耐力：主鉄筋の応力が降伏点に達する／ 

橋長 7m 未満かつ床版厚 28cm 以上の場合 最も断面減少している幅 100cm

（幅員方向）の平均で鉄筋断面減少＊30% 

20mm 以上の段差 使用性（走行の安全性）：一般車両の安全な通行が困難となる／ 

150mm 以上の段差がある場合 

＊鉄筋断面減少量の設計鉄筋断面に対する割合 

 

【解説】 

（1）基本検討条件 

市の橋梁の過半が架設年次不明であるが、1950年代から大量架設が始まっている。ＲＣ中

実床版橋に適用可能な最初の道路橋示方書が鉄筋コンクリート道路橋設計示方書解説23)であ

る。本基準に準拠して検討した。検討条件を解表 9.1に示す。 

橋の等級は、鋼道路橋設計示方書解説 4)に基づき、主要地方道に架かる橋ではないことよ

り二等橋（自動車荷重 14t）とした。 

 

解表 9.1 基本検討条件 

項 目 条 件 

準拠基準 鉄筋コンクリート道路橋設計示方書解説 

橋の等級 二等橋（自動車荷重 14t） 

活荷重 Ｔ荷重（支間長が 10m以下より） 

鉄筋 異形鉄筋 SSD49 降伏点 3000kgf/cm2以上 

許容応力度 1800kgf/cm2 

コンクリート σ28 = 240 kgf/cm2 

許容応力度 80kgf/cm2（曲げ圧縮） 

かぶり 25mm 

 

  

                                                   
23 日本道路協会：鉄筋コンクリート道路橋設計示方書解説，p.1-15，昭和 39年 6月 



 

44 

（2）曲げひびわれ 

点検時に計測される曲げひびわれ幅は、死荷重によるひびわれ幅となる。 

死荷重および活荷重による主鉄筋応力に占める死荷重の割合は、橋長 5ｍ程度の橋で約 7割

である。そこで、降伏点 3000kgf/cm2の 7割である 2100kgf/cm2の応力に対する曲げひびわれ

幅を、コンクリート標準示方書【設計編】（参考技術基準）の式（2.3.3）である次式で算定

（解表 9.2）すると、ひびわれ幅 wが 0.24mm となる。 

そこで、曲げ耐力がⅣに分類される曲げひびわれ幅を 0.3mm とした。 

解表 9.2 曲げひびわれ検討条件 

項 目 条 件 

鉄筋種別 異形鉄筋 

コンクリートの圧縮強度ｆ’c (N/mm2) 24 

引張鉄筋の段数 1 

かぶり (mm) 25 

鉄筋の中心間隔 (mm) 125 

鉄筋径 (mm) 16 

収縮およびクリープ等によるひびわれ幅の増加を考慮する数値 200×10-6 

鉄筋応力度の増加量 (N/mm2) 210 

 

（3）減肉を伴う局部的でない鉄筋露出 

橋長 2ｍ、3ｍ、5ｍ、7ｍの 4ケースにつき検討した。 

1）復元設計検討条件 

全厚（床版厚＋舗装厚）寸法を参考とする橋を解表 9.3に示す。 

床版厚は最小のもので 280mm と鈑桁橋の床版厚に比べて大きい。1950 年代から大量架設時に

は、鉄筋が現在に比べ高価であったため、床版厚を大きくとり鉄筋量を少なくしたと推察する。 

解表 9.1、解表 9.3の条件により復元設計を行った。鉄筋径の最小は 10mmとし、鉄筋の

引張応力度が許容引張応力度の 9割程度となるよう試算した。 

解表 9.3 仮定断面寸法 

管理者 橋名 橋長

(m) 

幅員

(m) 

舗装厚* 

(mm) 

床版厚 

(mm) 

架設年 備考 

高岡市 宮田町70号橋 2.0 6.7 120 280 1964  

江尻 219号橋 3.0 7.3 120 330 1967  

波岡 65号橋 4.9 6.9 120 330 1967  

北島 81号橋 7.3 8.0 120 330 不明  

他自治体 Ａ橋 4.5 6.5 120 310 1969 日大型車交通量990台 

＊床板厚を小さく設定し安全側に設計を行うため、日大型車交通量が比較的多く、舗装厚が厚い

富山県内他自治体のＡ橋の舗装厚（砕石層含む）120mm と設定した。 
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2）Ⅳ変状検討条件 

解表 9.1、解表 9.4の条件により、健全性Ⅳとみなす鉄筋断面減少割合を試算した。活荷

重は、自動車荷重 20t（一等橋）が走行することを想定した。 

解表 9.4 Ⅳ変状検討荷重条件 

項 目 条 件 

橋の等級 一等橋（自動車荷重 20t） 

主鉄筋の降伏点 降伏点 3000kgf/cm2の 95%に達した時点で降伏と判断する 

コンクリート圧縮応力 鉄筋比が 0.5%程度と小さく、鉄筋降伏後も圧縮縁のコンクリート

応力が小さいため、検討を省略する 

コンクリートせん断応力 検討を省略する 23) 

 

3）検討結果 

復元設計結果を解表 9.5に示す。 

解表 9.5 復元計算結果 

橋名 鉄筋径 

 

鉄筋ピッチ 

(mm) 
引張応力度 

(N/mm2) 
許容引張応力度 

(N/mm2) 

宮田町70号橋 D10 250 121 180 

江尻 219号橋 D10 190 162 180 

波岡 65号橋 D13 160 165 180 

北島 81号橋 D16 120 167 180 

 

鉄筋断面減少割合の計算結果を解表 9.6に示す。 

解表 9.6 鉄筋断面減少計算結果 

橋名 鉄筋断面減少割合 

(%) 
引張応力度 

(N/mm2) 
降伏点 

(N/mm2) 

宮田町70号橋 48 287 300 

江尻 219号橋 34 285 300 

波岡 65号橋 36 288 300 

北島 81号橋 38 285 300 
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鉄筋断面減少が 30%程度を超えると鉄筋周面が広く露出している状態（解表 8.1）である。

断面保持の仮定が成立せず、コンクリートと鉄筋の重ね梁に近い状態といえる。 

鉄筋断面減少 30%に合わせて、コンクリートがかぶりを越えて上方まで剥離した場合に鉄

筋応力が降伏点に達する剥離高を解図 9.1に示し、モデルで簡略に計算した結果を解表 9.7

に示す。橋長 3ｍ、5ｍ、7ｍでは、かぶり上方剥離高は 17mm～32mmと鉄筋上面から僅かに剥

離が進行した状態である。 

簡略に計算していることによる誤差を考慮して、鉄筋断面減少 30%時に鉄筋応力が降伏点

に達するとみなす。なお、上記は単位幅（100cm）で計算している。 

 

 

実際の変状 

 

 

モデル化 

解図 9.1 かぶり上方剥離の計算モデル 

 

解表 9.7 かぶり上方剥離計算結果＊ 

橋名 かぶり上方剥離高 

(mm) 
引張応力度 

(N/mm2) 
降伏点 

(N/mm2) 

宮田町70号橋 62 285 300 

江尻 219号橋 17 285 300 

波岡 65号橋 22 286 300 

北島 81号橋 32 285 300 

＊鉄筋断面減少 30%の条件 

 

設計有効高
235mm 235mm d=247mm

h=280mm

c=25mm D16

かぶり上方剝離高
20mm

剝離が設計有効高dに入った量
g=12mm

修正有効高
d'=d-g=235mm

h=268mm

c=25mm
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（4）20mm以上の段差 

道路橋の震災時緊急点検・応急調査の手引き(案)24)より、150mm 程度の段差があると、一般

車両の安全な通行が困難となり、20mm以上の段差でタイヤがバーストする危険性が大きくな

ることから、使用性（走行の安全性）がⅣに分類される段差の大きさは 150mm 以上とした。 

 

                                                   
24 東北地方整備局道路部・国土技術政策総合研究所道路構造物管理研究室：道路橋の震災時緊急

点検・応急調査の手引き(案) Ver1.0，pp.54，平成 24年 2月 
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9.3 ＰＣ床版橋（グループ 6）の床版のⅣ 

上部構造（床版）の健全性は、表 9.3を参考に重要変状がⅣまたはⅢのどちらに該当するか

判断する。 

表 9.3 ＰＣ床版橋 床版の重要変状ごとのⅣの目安 

重要変状 Ⅳに分類する性能の水準／その目安となる変状の状態 

曲げひびわれ 曲げ耐力：コンクリートの引張応力が引張強度に達する／ 

曲げひびわれの発生 

横締め鋼材の破

断・突出 

荷重分配機能：横締めによる荷重伝達機能が喪失する／ 

横締め鋼材の破断・突出 

20mm 以上の段差 使用性（走行の安全性）：一般車両の安全な通行が困難となる／ 

150mm 以上の段差がある場合 

 

【解説】 

（1）曲げひびわれ 

ＲＣ中実床版橋では、コンクリート標準示方書【設計編】（参考技術基準）の式（2.3.3）に

基づき、降伏点の死荷重相当分の応力度から、曲げひびわれ幅を設定している。しかし、同

式からひびわれ幅を算定する場合、軸方向の鋼材としてＰＣ鋼材のみを用いている、または

軸方向の鋼材に丸鋼を用いているものは適用外となっている。これは、全く軸方向鉄筋を含

まないプレストレストコンクリートや、丸鋼についてのひびわれ幅に関する研究は、ほとん

ど行われていないためである25)。高岡市のＰＣ床版橋が整備された当時の桁は、現在のＪＩ

Ｓ桁（解図 9.2）と異なり、軸方向鉄筋が含まれていない（解表 8.4）ため、曲げひびわれ

幅を算定できない。このため、ひびわれ幅から耐荷性の劣化程度を推定することは困難であ

る。また、耐荷性が要求性能を下回っている（死荷重状態で曲げひびわれが生じている）状

態で車両が通行した場合、桁の破壊に至る恐れがあることから、曲げひびわれが確認された

時点で、曲げ耐力はⅣに分類されるものとした。 

 

 

解図 9.2 桁断面図 JIS A 5373-201626) 

                                                   
25 土木学会：2022年制定 コンクリート標準示方書【設計編】，令和 5年 3月 
26 （社）プレストレスト・コンクリート建設業協会：道路橋用プレストレストコンクリート橋桁 

設計・製造便覧 JIS A 5373-2016，令和 2年 8月 
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（2）横締め鋼材の破断・突出 

ＰＣ床版橋において、荷重分配を考慮した曲げモーメントは、次式 18)で算定される。 

 

横締め鋼材の破断・突出が発生した場合を想定し、解表 8.4の条件で行った復元計算結果

を基に、荷重分配が全くない（1本の桁で、すべての載荷荷重を分担する）ケースを計算した。

その結果、発生する曲げモーメントは、曲げひびわれ発生時の曲げモーメントよりも大きい

ことが確認された（解表 9.8）。このため、横締め鋼材の破断・突出が確認された時点で、荷

重分配機能はⅣに分類されるものとした。 

 

解表 9.8 対象橋梁の各曲げモーメント 

対象橋梁 下島橋 戸出町五丁目 707号橋 

曲げモーメント 

（計算値） 

曲げひびわれ発生時 3032kgf・m 6693kgf・m 

載荷試験時 937kgf・m 1873kgf・m 

荷重分配なし＊ 10923kgf・m 12697kgf・m 

＊作用する荷重は載荷試験時と同様の荷重を考慮 

 

（3）20mm以上の段差 

使用性がⅣに分類される変状は、ＲＣ中実床版橋とＰＣ床版橋で同等と判断し、中実床版

橋を参考に追加して表 9.3とした。 
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10 点検結果の記録 

10.1 点検結果の記録方法 

（1）点検結果記録様式 

点検結果を記録する様式は、以下の 3つとする。 

・道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）（参考技術基準）の様式 1、様式 2、

様式 3：付録 様式集の各様式の記録の手引き参照 

・画像撮影位置図（画像撮影位置・重要変状の位置等の記録）：記録様式 1 

 

○ 様式 1 橋梁の諸元と定期点検結果総括（国提出用） 

表 10.1 様式 1 

 

 

○ 様式 2 状況写真（国提出用） 

表 10.2 様式 2 
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○ 様式 3 特定事象の有無、健全性診断に関する所見（国提出用） 

表 10.3 様式 3 
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○ 記録様式 1 画像撮影位置図 

表 10.4 記録様式 1（1） 

 

 

 

表 10.5 記録様式 1（2）
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（2）点検概要記録 

点検結果の概要記録は、360°カメラにより撮影した画像により記録するものとし、表 

10.6 に示す記録項目および、重要変状がある場合にはマーキングやポール等で指し示す

ことにより、その位置を示すものとする。 

 

表 10.6 点検概要の記録項目 

撮影位置 記録項目 

① 路面 幅員構成、橋長、重要変状位置 

② 側面 交差物状況、桁下高、上下部工形状概要、占用物件、 

重要変状位置 

③ 桁下 上下部工形状概要、重要変状位置 

 

なお、撮影位置は路面、側面、桁下の 3 箇所以上とし、1 枚の 360°カメラ画像により

上記の記録項目の撮影が困難な場合は、複数枚撮影し記録するものとする。また、360°

カメラ画像の撮影箇所数・枚数などの撮影条件については、10.2 にて後述する。 

 

（3）重要変状記録 

重要変状がある場合には、8.2 に示す重要変状の記録項目を変状箇所付近にマーキン

グし、マーキングとあわせて変状状態を汎用カメラにて撮影する。変状位置は 360°画像

撮影時にポール等で指し示すことにより記録する。近接目視が困難な狭隘部では、スケー

ルとあわせて変状状態をポールカメラにて撮影するものとし、これらによりがたい場合は、

調査職員と協議するものとする。 
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【解説】 

（1）点検結果記録様式 

点検結果の記録は、道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）の道路橋記録様

式の様式 1～様式 3、画像取得位置等を記録する記録様式 1に行うものとする。 

従来は、道路橋記録様式に加え、富山県橋梁維持管理システムにより点検調書を作成して

きたが、本ガイドラインでは、点検方法等の合理化に加えて、記録に関しても合理化を図る

ことから、富山県橋梁維持管理システムへの入力を省略するものとする。また、主に画像を

中心とした記録とするため、その取得位置を画像の保管と紐づけするための画像撮影位置を

記録する記録様式 1 を規定する。この記録様式 1 は、従前の一般図を活用し、画像取得位置

を記載し、重要変状がある場合にはその位置を示す役割もある。なお、写真番号の命名規則

は 10.3 に準ずるものとする。 

なお、記録様式 1 に記載される位置において取得した画像については、10.2 ～10.4 に

おいて、記録方法および保管方法を規定し、その適合例を 13  付録に記載した。次頁から、

様式について記載する。 

 

（2）点検概要記録 

点検結果の概要記録は、上下部工の形状概要や、交差物状況、重要変状位置等を 360°カ

メラ画像を撮影することにより記録するものである。また、次回以降の点検実施時に必要と

なる諸元（交差物状況、桁下高等）も記録する。記録に際し 360°カメラ画像から、橋梁区

間が分かるようカラーコーンを、橋長、幅員、桁下高が判読可能なようスタッフやテープを

設置するのが良い。 

さらに、道路橋定期点検要領の様式 2の記載に必要となる変状を、汎用カメラで撮影す

る。重要変状がある場合はマーキングやポール等で指し示すことにより、重要変状の位置を

記録する。ただし、近接目視が困難な狭隘部などで重要変状の位置を指し示すことが困難な

場合は、画像撮影位置図（記録様式 1）の橋梁一般図に重要変状の位置を示すものとする。 

なお、撮影した 360°カメラ画像が撮影位置（路面、側面、桁下）ごとに複数枚となる場

合は、360°カメラ画像からもその撮影位置が判読可能となるよう、撮影位置（例：路面-起

点側、桁下-上流側 等）をマーキングすることが望ましい。 

よって撮影時は事前に、重要変状の位置を示したり、360°カメラ画像の撮影位置を示し

たりするためのマーキングを行うことが望ましく、狭隘部などでこれによりがたい場合は、

調査職員と協議するものとする。 

図 10.1に記録項目の概要を、13.3 にその適合例を示す。 
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図 10.1 点検結果記録概要の記録項目 

  

【①路面】 

【③桁下】 

【②側面】 
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（3）重要変状記録 

マーキングを行う際は、8.2 でグループごとの重要変状の現地記録方法に示す通り重要

変状の種類と、当該変状の幅、長さ、深さ等を記載する。マーキングした内容と変状位置

は、前回点検の橋梁一般図（富山県橋梁維持管理システム）に旗揚げで示すものとする。桁

下高が極端に低いなど、近接目視が困難な狭隘部でマーキングやポール等の設置ができない

場合は、スケールを変状箇所にあてたうえでポールカメラ（汎用カメラ）にて撮影し、撮影

した写真に上記の内容を追記することが望ましい。13.3 にその適用例を示す。狭隘部での

重要変状について、ポールカメラで撮影した写真では定量的な判定が困難である場合は、記

録項目や判定区分を調査職員と協議するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.2 重要変状の記録例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.3 狭隘部での重要変状の記録例 
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10.2 現地撮影方法 

（1）パノラマ 360°カメラの撮影方法 

360°カメラは、表 10.1 で示す道路橋定期点検要領（参考技術基準）の様式 1 で使用す

る。様式 1に添付する写真は、桁下、側面等、代表的なものを選出する。 

 

（2）汎用カメラの撮影方法 

汎用カメラは、表 10.2で示す道路橋定期点検要領（参考技術基準）の様式 2で使用する。

重要変状がある場合に近接可能な箇所は、8.2 に示す重要変状の記録項目を踏まえ、現地

でマーキングを実施し、状況を記録すること。また重要変状がない場合でも道路橋定期点検

要領（参考技術基準）様式 2に記載する根拠となる状況を汎用カメラにて記録すること。 

 

【解説】 

（1）パノラマ 360°カメラの撮影方法 

写真はカラーとし、鮮明に撮影する。照度がない箇所は別途照明(LED等)を設置する。 

360°カメラの撮影枚数について、対象橋梁の「橋長」「幅員」等の規模や、架橋条件によ

って、記録する撮影枚数は変動する。 

点検概要記録に使用する写真は、ひびわれ幅や、鉄筋の腐食量、剥離・鉄筋露出範囲等の

損傷の定量的な把握は行わないため、撮影箇所、撮影枚数は表 10.7を目安とする。 

桁下が狭隘な箇所における 360°カメラの撮影で表 10.7 に示す位置での撮影が困難な場

合は、撮影位置について調査職員と協議する。 

 

（2）汎用カメラの撮影方法 

デジタルカメラの画素数は鮮明度を損なわないものとする。撮影直後に構図やピントが

適正かを確認する。 

点検調書には、撮影位置を示すのみであるため、撮影位置の目安となる指標を現地に設

置、マーキングするなどの工夫が必要である。 

狭隘な空間等、近接目視や計測が困難な箇所にある重要変状を撮影する場合は、変状程

度や範囲を確認できるよう、クラックスケール、スケール、スタッフ等を重要変状周辺に

据えて撮影するとともに、定量的に損傷程度が判別できる程度の鮮明度を確保するのが良

い。 

これにより難い場合は、記録方法について、調査職員と協議する。 

2 巡目点検、3巡目点検時は、前回点検で確認された重要変状の経年状況が判別できるよ

う、撮影位置および撮影方向は合わせるのが良い。 
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表 10.7 現場条件による点検概要記録の撮影枚数の目安 
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10.3 データ作成・格納方法 

（1）フォルダ・ファイル構成 

データの成果品は、図 10.4に示すファイル構成を踏まえて格納するものとする。 

点検データに各橋梁の点検データを格納し、フォルダ名は橋梁コード＋橋梁名とする。 

 

（2）フォルダ内に格納するデータの内容 

フォルダ内に格納するデータは、「ＲＥＰＯＲＴ」に報告書データを、「点検データ」に 

   点検対象橋梁の点検調書、点検写真を格納し、維持管理の基礎資料となるデータを基本情 

報として格納する。 

 

【解説】 

（1）パノラマ 360°カメラの撮影方法 

2回目以降の点検データは点検年度フォルダを作成して格納する。 

現場で撮影・記録された状態から一切の加工がなされていない画像データ（オリジナルデー

タ）は、点検結果に対する根拠となることから、すべての画像データを成果品として提出する。 

 

（2）フォルダ内に格納するデータの内容 

「ＲＥＰＯＲＴ」 橋梁点検業務報告書を格納する。 

報告書 pdf ファイルを「ＰＤＦ」フォルダに、オリジナルデータを「ＯＲ

Ｇ」フォルダに格納する。 

 

「点検データ」  点検対象となる橋梁のフォルダを作成する。 

各橋梁のフォルダには、「点検実施年」のフォルダと、「基本情報」を格納

するフォルダを作成する。 

その後、2巡目、3巡目点検を実施した場合は、実施した点検年のフォルダ

を追加する。 

「点検実施年」のフォルダ内に、「０１点検調書」「０２点検写真」のフォ

ルダを作成し、点検データを格納する。 

「基本情報」フォルダは、維持管理上必要となる「橋梁台帳」、「補修履歴」、

「設計図書」、「その他」フォルダを作成し、関連データを格納する。 

 

「０１点検調書」  道路橋定期点検要領の国様式 1、2、3および画像撮影位置図（記録様式 1）

の xlsxファイルおよび pdfファイルを格納する。 

「０２点検写真」 写真位置図で示した点検概要記録、重要変状記録の写真データを JPEGファ

イルで保存する。 

写真は点検概要記録、重要変状記録の順に格納する。重要変状がない橋梁

は点検概要記録のみとなる。  
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360°カメラで取得した JPEG 画像の閲覧の際は、フリービュアーアプリ

「RICOH THETA」の基本アプリについて、発注者側で取得が必要である。 

※撮影機材である「RICOH THETA」、「Go Pro」は静止画で記録すると JPEG

ファイルとしてカメラに保存可能である。 

※JPEG形式のデータには、画像一枚ごとに撮影日時や撮影条件（カメラ機

種、画像解像度、焦点距離、F値、シャッタースピード、ISO値等）が EXIF

タグ（Exchangeable image file format）として埋め込まれている。EXIF 

タグの内容は、Windows のファイルプロパティで確認することができる。 

 

ファイル命名は以下に示すとおりとし、写真ファイル命名規則を表 10.8に示す。 

「橋梁コード名_上部構造形式グループ番号_記録内容記号名＋記録箇所部材名＋部材番号 

＋写真番号」 

また末尾の写真番号は、撮影位置が分かりやすいよう、路線の起点側および河川上流側か

ら順番に番号を振ることが望ましい。 
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図 10.4 成果品のフォルダ構成 
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表 10.8 写真ファイル命名規則 

 

 

表 10.9 点検写真のファイル名例 

 

番号・記号名

対象橋梁のコード名

RC中実床版橋 01

カルバート 02

PC床版橋 06

点検概要記録 G

重要変状記録 J

その他変状記録 N

路面 01

側面 02

桁下 03

床版 Ds

橋台 Ac

その他 Ax

頂版、側壁 Cr、Sw

翼壁 Ww

継手 Eg

その他 Sx

床版 Ds

主桁 Mg

橋台 Ac

その他 Ax

部材名毎の番号

001～

部材番号

写真番号名

上部工構造形式
グループ番号

重要変状記録
PC床版橋

記録箇所部材名

項目

橋梁コード名

記録内容記号名

点検概要記録

重要変状記録
RC中実床版橋

重要変状記録
カルバート

記録内容 撮影方法 ファイル名

点検概要記録　RC中実床版橋　路面1枚目 360°カメラ 110001010_01_G01_001

　　　　　　　〃　　　　　　路面2枚目 360°カメラ 110001010_01_G01_002

点検概要記録　カルバート　側面 360°カメラ 110001010_02_G02_001

点検概要記録　RC中実床版橋　桁下 360°カメラ 110001010_01_G03_001

点検概要記録　PC床版橋　桁下 360°カメラ 110001010_06_G03_001

重要変状記録　床版1枚目 汎用カメラ 110001010_01_JDs01_001

　　〃　　　　床版2枚目 汎用カメラ 110001010_01_JDs01_002

重要変状記録　橋台 汎用カメラ 110001010_01_JAc02_001

重要変状記録　RC中実床版橋　その他 汎用カメラ 110001010_01_JAx01_001

重要変状記録　頂版 汎用カメラ 110001010_02_JCr0101_001

重要変状記録　翼壁1枚目 汎用カメラ 110001010_02_JWw0202_001

　　〃　　　　翼壁2枚目 汎用カメラ 110001010_02_JWw0202_002

重要変状記録　継手 汎用カメラ 110001010_02_JEg0101_001

重要変状記録　カルバート　その他 汎用カメラ 110001010_02_JSx0102_001

重要変状記録　主桁1枚目 汎用カメラ 110001010_06_JMg0101_001

　　〃　　　　主桁2枚目 汎用カメラ 110001010_06_JMg0101_002

重要変状記録　PC床版橋　その他 汎用カメラ 110001010_06_JAx01_001
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10.4 点検結果の保管方法 

点検結果は電子データとして記録媒体に保存し、市が管理することを基本とする。また、

クロスロードとの連携など、国機関システムとの連携が想定されるため、クラウドサービス

の利用などは、適宜検討する。保管する電子データは、点検結果の他、補修履歴や設計図書

（竣工図等も含む）なども橋梁単位で保管する。 

 

【解説】 

クラウドサービスの利用などは、今後の課題として、適宜検討する必要がある。また、多種多

様なツールとの連携を可能とするため、保存する電子データは、構造化したデータとすることが

望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-1  記録保管方法（概念図） 

 

表 10.10 記録保管方法（比較表） 

 オンプレミス型 クラウド型 

サーバー ・サーバーを自社の社内に設置 

・サーバー機器、社内ネットワ

ークを自前で準備・構築する

必要がある 

・サーバーはクラウドサービスを

介して、クラウド上に設置 

・サーバー機器を設置する必要

がない 

接続 ・社内ネットワーク 

・社内ネットワーク内の端末か

ら接続 

・ネットワーク外部から接続で

きない 

・インターネット 

・インターネットにつながる環

境があればどこからでも接続

できる 

メンテナンス ・サーバー機器の保守管理業

務、ハード障害対応などが継

続的に発生する 

・ハード機器が存在しないため

メンテナンスの手間がない 

コスト ・設置にかかる初期費用が高額 

・保守管理にかかるメンテナン

スコストがかかる 

・初期費用・保守費用がかから

ないかわりに月ごとのクラウ

ドサービス利用料がかかる 
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11 本ガイドラインの更新 

本ガイドラインの橋梁点検への適用による効果の早期発現および本ガイドラインの課題の早期

発見を目的として、検討が終了したグループから暫定版として発行する。そして、課題への対策

を迅速にとり改訂する。 

現在までの更新履歴を表 11.1に示す。 

 

表 11.1 ガイドラインの更新履歴 

年月 更新内容 

2024 年 4月 ＲＣ中実床版橋およびカルバートを対象とする初版を発行 

2026 年 6月 ＰＣ床版橋を対象に追加する第 2版を発行 
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12 参考技術基準 

1) 国土交通省 道路局：道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運用標準）， 

令和 6年 3月 

2) 土木学会：2022年制定 コンクリート標準示方書【設計編】，2023年 3月 

3) 土木学会：2022年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】，2023年 3月 

4) 富山県土木部：富山県橋梁点検マニュアル，令和 6年 10月 
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13 付録 

13.1 橋梁のグループ一覧表 

13.1.1 グループ別橋数 

 上部構造形式による各グループの橋数を表 13.1に示し、その構造概要写真を表 13.2に示す。 

 

表 13.1 グループ別橋数 

番号 上部構造形式 備考 橋数 

1 ＲＣ中実床版橋 単純橋 647 

2 カルバート ボックス構造で周長方向に継手がない 286 

3 ＲＣ中空床版橋  3 

4 ＲＣ桁橋  42 

5 その他ＲＣ橋 1～4以外のＲＣ橋 20 

6 ＰＣ床版橋 プレテンションＰＣ桁を使用した床版橋 123 

7 ＰＣ桁橋 箱桁含む 24 

8 その他ＰＣ橋 6,7 以外のＰＣ橋 7 

9 鋼桁橋 箱桁含む 36 

10 その他鋼橋 9 以外の鋼橋 8 
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表 13.2 各グループの構造概要（写真） 

グループ 構造概要 

1．ＲＣ中実床版橋 

 

2．カルバート 

 

3．ＲＣ中空床版橋 
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グループ 構造概要 

4．ＲＣ桁橋 

 

5．その他ＲＣ 

 

 

 



 

69 

グループ 構造概要 

5．その他ＲＣ 

 

6．ＰＣ床版橋 

 

 



 

70 

グループ 構造概要 

7．ＰＣ桁橋 

 

8．その他ＰＣ橋 
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グループ 構造概要 

9．鋼桁橋 

 

10．その他鋼橋 
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13.1.2 橋梁グループ一覧表 
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13.2 画像取得方法 

カメラ等による画像取得方法は、用途に合わせて取得できる技術を選定する。 

 

【解説】 

点検時のカメラの画像取得方法として、カメラ本体を手持ちで撮影する方法、ポールカメラま

たは三脚にカメラを固定し撮影を行う方法がある。また、撮影位置や重要変状を確実に把握する

ためには、適切な明るさ調整をする必要があり、照度がない箇所は照明器具を設置する。 

 

（1）360°カメラ  

1）360°カメラの活用 

点検結果の記録概要は、360°カメラを使用する。360°カメラは多種多様であり、形状やレ

ンズの数など基本的な構造が大きく異なるが、現在主流なのは「表と裏に 2枚のレンズ」を有

するものである。このレンズは 180°以上の画角（撮影範囲）を持つため、表裏の 2枚のレン

ズで全方位を切れ目なく撮影することができる27)。 

360°カメラの製品の例を以下に示す。 

       

写真 13.1 RICOH THETA Z1※1    写真 13.2 Go Pro MAX※2    

 

2）360°カメラの仕組み 

360°カメラ(RICOH THETA)は、180°以上映る広角レンズが表と裏に搭載され、シャッター

を押すとそれぞれのレンズで同時に撮影する。それぞれのレンズが捉えた画像の境界線をス

ティッチというつなぎ合わせる処理を行い 360°の写真、映像を生成する。光学技術および画

像処理技術により、高精度なつなぎ処理が高速に行われる。 

360°カメラでは撮影した球体を平面に変換し全天球イメージとして保存する必要があり、

エクイレクタングラー（equirectangular）という形式が主に利用されている28)。 

                                                   

※1 リコージャパン(株)，「360度カメラ RICOH THETA」，https://theta360.com/ja/，2023.8.31 

※2 Go Pro，Inc.「GoPro MAX 360 度アクションカメラ（防水性とブレ補正）」， 

https://gopro.com/ja/jp/shop/cameras/max/CHDHZ-202-master.html，2023.8.31 
27 国土交通省 九州地方整備局，「360°カメラの土木分野への活用について」 

http://www.qsr.mlit.go.jp/useful/n-shiryo/kikaku/kenkyu/r1/04/4_13(62).pdf,2023.8.31 
28 リコージャパン(株)，「RICHO360 Blog」，https://blog.ricoh360.com/ja/8212，2023.8.31 
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（2）汎用カメラ 

1）汎用カメラの活用 

重要変状の状態把握は、画素数の大きい汎用デジタルカメラを使用する。デジタルカメラに

は主に以下の撮影モードがあり、撮影時の環境に合わせて露出補正を行う必要がある。 

 

表 13.3 デジタルカメラの撮影モード29) 

AUTO モード ・すべての設定をカメラが自動設定 

P モード ・シャッタースピードと絞り値(F値)をカメラが自動設定 

・ISO感度を上げたくない場合、フラッシュを OFFにしたまま 

撮影したい場合に有効 

A モード（絞り優先モード） ・撮影者が手動で設定した F値に応じ、カメラがシャッタース

ピードを自動設定 

・風景撮影やポートレート撮影に有効 

S モード（シャッタースピー

ド優先モード） 

・撮影者が手動で設定したシャッタースピードに応じ、カメラ

が F値を自動設定 

・スポーツや動物などの撮影に有効 

M モード（マニュアルモード） ・F値・シャッタースピード・ISO感度などをすべて撮影者自身

で設定 

・夜景撮影や星景撮影に有効 

 

汎用カメラの製品の例を以下に示す。 

      

  写真 13.3 デジタル一眼レフカメラ※3     写真 13.4 コンパクトデジタルカメラ※4   

     

  

                                                   

※3 キヤノン(株),「キヤノン：EOS 5D MarkⅣ」,https://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk4/， 

2023.8.31 

※4 オリンパス(株),「Tough TG-6 防水デジタルカメラ T(Tough)シリーズ オリンパス」, 

https://jp.omsystem.com/product/compact/tg6/index.html，2023.8.31 

29 露出補正とは｜基礎知識や具体的な活用方法、うまく調整するコツ 

https://goopass.jp/magazine/exposure-compensation/，2023.9.21 
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2）汎用カメラの仕組み30) 

  デジタルカメラはレンズから入ってきた光を、受光素子※（CCD など）で受け、デジタルに

変換した後、画像データとして保存している。図 13.1にデジタルカメラの画像取得方法を示

す。 

 

図 13.1 デジタルカメラの画像取得方法 

 

※受光素子：受光素子にはいくつかの種類があるが、多くの機種で採用されているのが CCD（光

センサの種類の 1 つであるフォトダイオードの集合体）である。1000 万画素のデ

ジタルカメラの CCD では、1000 万個のフォトダイオードが格子状に並べられてい

る。フォトダイオードから入った光情報を電子に変換し、それをまとめて一つの画

像ができる。 

  

                                                   

30 デジタルカメラの基礎知識｜OMデジタルソリューションズ

https://support.jp.omsystem.com/jp/support/cs/DI/QandA/Basic/s0003_1.html，2023.9.21 
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（3）明るさ調整について 

カメラの露出補正で明るさを調整できない場合は、LED等の照明器具を併用する。 

  以下に照明器具の例を示す。 

    

 写真 13.5 RICOH THETA 用ライトセット TYPE IV※5         写真 13.6 管診鏡 MC※6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

※5  LED4 灯で 360°明るく撮影できる「リコーTHETA 用ライトセット TYPE IV」 

https://getnavi.jp/capa/news/332982/，2023.9.21 

※6   一般社団法人 管路診断コンサルタント協会，https://kanshinkyou.nextshop.jp/， 

2023.9.21 
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13.3 適合例 

（1）点検概要記録 

 ① 撮影位置：路面 

   記録項目：幅員構成、橋長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 13.7 路面撮影例       写真 13.8 路面撮影例（360°カメラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 13.9 路面撮影例       写真 13.10 路面撮影例（360°カメラ） 

 

② 撮影位置：側面 

    記録項目：交差物状況、桁下高、 

上部工形状概要、占用物件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 13.11 側面撮影例       写真 13.12 側面撮影例（360°カメラ） 

360°カメラ 

スタッフ 

360°カメラ 

360°カメラ 

コーン

テープ

画像から以下の概要が判読可能である。 

・橋の周辺状況  

・橋の平面形状 

・地覆、防護柵の形状・材料 

画像から以下の概要が判読可能である。 

・桁下空間 

・床版、橋台等の側面形状概要 
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③ 撮影位置：桁下 

    記録項目：上下部工形状概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真 13.13 桁下撮影例       写真 13.14 桁下撮影例（360°カメラ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 13.15 桁下撮影例(狭隘部)   写真 13.16 桁下撮影例(狭隘部・360°カメラ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 13.17 桁下撮影例(狭隘部)   写真 13.18 桁下撮影例(狭隘部・360°カメラ) 

 

  

三脚

360°カメラ 

重要変状 
位置の明示 

LED照明付 
ポール 360°カメラ

遠隔で 
撮影 

LED照明付 
ポール 360°カメラ 

重要変状 
位置の明示 

画像から以下の概要が判読可能である。 

・橋台、水路の形状 

・桁下高、水位 

・重要変状位置 
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（2）重要変状の状態把握 

 ・重要変状は汎用カメラにて撮影する。 

 ・近接目視が困難な狭隘部は、スケールやスタ 

ッフとあわせてポールカメラにて撮影する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13.19 重要変状の状態把握例（ひびわれ撮影例 ※損傷マーキングはイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13.20 重要変状の状態把握例（狭隘部 減肉を伴う局部的でない鉄筋露出撮影例） 

 

（3）近接困難な場所で使用する用具例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 13.21 近接困難な場所で使用する用具例

LED照明

汎用カメラ(360°カメラ)

伸縮式ポール

クラックスケール

LED照明

三脚

クラック
スケール

遠隔で 
撮影 

スタッフ

LED照明付 
ポールカメラ

画像から以下の概要が判読可能である。 

・重要変状の位置、種類 

・重要変状の幅、長さ、深さ等 



 

 

 


